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第４回 吉野川堤防強化検討委員会

日時：平成１７年８月１７日（水）

１３：３０～１７：００

場所：ウェルシティ徳島（厚生年金会館）

３Ｆ エディ

【司 会】

第４回の吉野川堤防強化検討委員会を開催させていただきます。

私、本日の司会を務めます、徳島河川国道事務所の○○と申します。よろしくお願い

いたします。

なお、本日は○○委員と○○委員におかれましては、業務のご都合でご欠席でござい

ますので、ご了承いただきたいと思います。

なお、会議を始めるにあたりまして、傍聴者の皆様にお願いがございます。受付のと

ころでお配りしております傍聴規定に従いまして、傍聴の方をよろしくお願いいたした

いと思います。

それでは、始めにあたりまして、資料のご確認なんですが、お手持ちの机の上にあり

ますＡ３の資料の中で、挟んでおりますけどＡ４の資料が４枚ほど、議事次第以下３枚

と、表紙の付いております委員会資料が１部ございますので、ご確認をお願いいたしま

す。

揃っておりますか。

それではですね、会を始めるにあたりまして、徳島河川国道事務所所長の○○よりご

挨拶を申し上げます。

【○○委員】

今日は大変お忙しいところ、第４回の吉野川堤防強化検討委員会にお集まりいただき

まして、本当にありがとうございます。

先程も○○先生とお話してたんですが、昨年は台風、台風ということで、吉野川も大

きな被害が出ました。堤防だとか護岸もずいぶん傷んで、災害復旧の工事をやっている

最中なんですが、現場の方も本格的に動き始めまして、川沿いを走っていただくと、至

る所で重機だとかクレーンだとかが動いている様子がご覧になれるかと思います。
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河川管理者といたしましても、できるだけ早くその復旧工事を完成させて、地域の方

々に安心していただきたいなと考えております。

、 、 、それから 今年は一転渇水でして これも先程から先生とお話をしておったんですが

早明浦ダムの貯水率は４％台まで下がっておりまして、このままいきますと、２０日、

今週の土曜日には利水容量がパンクしてしまう、空になってしまうというような状況に

なっております。昨年は洪水、今年は渇水ということで、なかなか自然を相手にした仕

事というのは大変だなと。まあ人間の思うとおりになってくれないということで、河川

を管理する我々といたしましては、なかなか去年、今年と仕事の方が忙しいなと思って

おるところでございます。

委員会の本日の討議内容でございますが、今回は第４回ということで、侵食と浸透に

対する安全性の評価もずいぶん進んでまいりました。それからこれらに対する工法の検

討、対策工法の検討についても今日議論して頂くことになっております。

吉野川の河川整備基本方針の検討、それからそれに引き続いて私ども河川整備計画を

検討することにしておりまして、こういった準備のためにも、今回浸透、侵食に対する

内容についての十分なご議論、ご検討をお願いしたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

【司 会】

どうもありがとうございました。

それでは、ここからの議事進行につきましては、○○委員長の方にお願いしたいと思

います。よろしくお願いします。

【○○委員長】

皆さんこんにちは。

以後のこの会議の進行役を担当させていただきます。最初から着席のままで進行させ

ていただきます。

今も○○の方からお話がありましたように、雨が降らないということで、今日のこの

委員会は雨がたくさん降りすぎた時の対策を議論する。こういうようなところで、何と

も皮肉なものというふうに受け止めております。私は、よく好んで使う言葉に、自然は

いつも人の裏をかくという、こういうことがございますが、まさにその通りで、春先だ

ったでしょうか、気象庁の方からやや長期の展望が出た時にですね、今年も非常に気温

が高くなると、こういうような予測がございました。それを耳にした時に、ああ今年も
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また昨年にも増して、気温の高いところで強い台風をつくってきて大変なんだろうなっ

ていうふうな、そういうふうなことを強く思ったわけですが、結果は見事に今日現在ま

では外れて、こんな状況です。本当に皮肉なもんだと思っております。

この渇水というのは、実は前回平成６年、１０年ちょっと前に大変なのを我々経験し

て、早明浦ダムの上流、大川村のかつての町役場、あれが露出したところまでわざわざ

見に行って、写真を撮り云々と。授業中もよく学生に見せるというようなことをやって

おりますが、あれから１０年少々ということで、何かこういうようなことは思わぬ事な

、 、のか あるいは１０年に一度ぐらいはこういうことが起こるということを念頭に置いて

いろんな方策を立てていくべきなのかという妙な思いを強くしております。

ともかく、今日のこの会議は、来るべき豪雨に備えて、吉野川の堤防の安全性を検討

していくということですが、今年は雨が降らないからとて、来年はどうなるかもちろん

分かりません。そんな意味でしっかりとした議論を重ねていきたいと思っております。

どうぞご協力よろしくお願いします。

それと、これも事務局の方で紹介がありましたが、実は今日の委員の一人の○○さん

は、本日ちょうどこの時間に工学部の方で入学試験の非常に重要な会議があって、彼は

工学部の入試委員会の副委員長という重責を担っておるもんですから、どうしても出ら

れなくなったということです。それと○○さんは、来年３月いっぱいまでアメリカに留

学しておりまして、そういうことです。今日は３名とちょっといつもより寂しいところ

ですが、それだけに大いに議論を重ねたいと思います。

それでは、早速議論に入りたいと思います。

最初に、前回議事録要旨の確認と、それから二つばかり指摘事項がございました。そ

れの説明を受けて審議をしたいと思います。

事務局の方で説明の方、よろしくお願いします。

【事務局】

応用地質の○○でございます。座って説明させていただきます。

お手持ちの方にＡ３の資料もございますけども、パワーポイントを準備いたしました

ので、それで説明させていただきます。

前回の審議の結果、指摘事項が２点大きくございました。いずれも侵食に関するもの

です。

一つは侵食に関する被災形態と照査結果の比較ということで、平成１６年度の被災結
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果の侵食パターンと、それから評価項目が合っていたかどうかというふうなご指摘でご

ざいます。これにつきましては、この資料の第４章の中に示しましたが、このパワーポ

イントの後でご説明いたします。結論としては、概ね合っていたというふうに考えてお

ります。そういうふうに認められると思います。

、 、それから二つ目のテーマといたしまして 侵食対策の優先順位についてということで

侵食に関する評価が安全側であるということで、かなり侵食の対策が必要だという区間

。 、 、がずいぶん長い距離出てまいりました 従って 実際の今後の対策を考えるにあたって

相対的な順位、検討順位といいますか、対策の順位を考える必要があるのではないかと

いうご指摘がございました。これについても本章の中で示しましたが、このあとご説明

いたします。

、 。まず最初のご指摘事項で 侵食の被災形態と照査結果の比較ということでございます

これは、侵食の被災の分布図の中にですね、右下に小さいですけども、凡例の中に☆印

で示してあるところが平成１６年度被災箇所でございます。この平成１６年度の被災箇

所は、洗掘とのり崩れというふうな被災の内容でございます。この結果を見ますと、一

番上の方が吉野川の０ から１５ 、真ん中が１５ から３０ 、一番下が３０km km km km

から４０ でございます。一番上の方に、例えば☆印が４．数 のところにごkm km km

ざいますが、そこの部分は照査結果では青の波線になっておりまして、主流路からの側

方侵食で、護岸が部分的にあるという箇所でございます。それから７ 付近のところkm

にあるところも同じような状態である。それから９ 付近のところにあるところは、km

これは黄色い波線でありまして、護岸があるんですけども、基礎工の安定性が不足して

いるというふうなことで、全体としてみまして、平成１６年度の被災箇所は、側方侵食

の照査結果として、側方侵食に問題がありとされた箇所、それから護岸があるけども、

基礎工の安定性が不足になっている箇所、そういうふうな箇所にほとんどの箇所が一致

しているという状況でございました。

次に、指摘事項の二つ目で、侵食対策の優先順位を考えるのにもう少し突っ込んでみ

てはどうかというご指摘でございます。

これは右下に凡例がちょっと小さいんですけどもありまして、まず（１）の部分は、

直接侵食に対する安全度の相対的な評価ということで、これはまたあとでご説明いたし

ますけれども、侵食の結果を見ますと、護岸がないところで、流速によって堤体が直接

侵食されると。そのために照査基準を満たさないと。従って対策が必要であるというふ
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うな区間がかなり長いです。結論から言うと、約４１ ぐらいそれからございます。km

そういうものに対しまして、右下の凡例にありますように、代表流速を用いましてです

ね、更に安全度を３区分いたしました。その結果が右下にありますが、一番赤い部分が

ですね、既設護岸がなくて代表流速が２ｍ以上というふうな区間でありまして、これが

全体の４１ の中の５．６ ぐらいということで、全体の対策の検討が必要な区間km km

全体の１０％少しというぐらいが、こういうふうな相対評価でいうと、特に危ない区間

というふうに分けられるというふうに思います。

それからそのあとは、黄色と緑の順に安全度は対策は必要であるけれども、比較的そ

の中でも安全度は高いというふうな区間です。そういうふうな区分けをいたしました。

それからもう一つは、同じような区分けなんですけども、今度は側方侵食に対する安

全度の相対的な順位というものもつけてみました。側方侵食の方は、全体の対策の長さ

としては１０ 程度でありますので、そんなに多くはありませんけども、これも同じkm

ような考えで、この場合には側方侵食でありますので、高水敷幅と低水河岸高の比を使

いまして、その比が特に小さいと。いわば高水敷幅が特に狭いというふうな箇所で、し

かも護岸がないというふうな箇所が一番安全度が低いだろうという考えで、この赤で示

してます。

そうしますと、赤の延長は右下にありますように、０．８ ぐらいというふうになkm

りますので、これは側方侵食に対する対策を必要とする全長の１割弱、数％というふう

なことになりました。それ以外の部分についても、黄色あるいはピンク、緑色のような

形で区分けをして、これが今後の検討の順位を考える上で参考になればということで整

理いたしました。

以上が前回の議事録に対する指摘事項の整理でございます。

【○○委員長】

ただ今のご説明について、何か確認なりございましたら、どうぞ自由に発言をいただ

ければと思いますが。いかがですか。

一つだけ、相対的な危険度というか、これはこういうことですけれど、この中で相対

的ということですが、絶対的に緊急度が非常に高いなんていうようなところはないんで

すか。

【事務局】

ここの全体の延長がそもそも対策が必要であるという区間なんですね。
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【○○委員長】

相対的なものは分かりましたが、もう一度時間的にですね、非常に緊急を要するとこ

ろは。私の質問がおかしいのかな。

【事務局】

ちょっとお答えになるかどうか分かりませんけども、全体として対策が必要なのは総

数としてある。その中ではさらに、今のある基準でですね、安全度の大小を分けてみる

とこうなりましたということになりますので、我々の考えとしては、この中で安全度が

特に低い、ここでいう赤の部分ですね、こういうふうなところは、どちらかというと早

急に対策を必要とするような箇所ではないだろうかというふうには考えてます。

【○○委員長】

何かございません？

【○○委員】

今のお話に関連してですけども、相対評価の話と絶対評価といいますか、緊急性の非

常に高くて、すぐにでも対応しないといけないところはどういうところなのかという、

絶対評価に関わる部分との話だったと思いますが、この侵食について言えば、昨年台風

２３号で、戦後最大の流量が出て、冒頭ご挨拶で申し上げましたけども、いろんなとこ

ろで堤防がえぐられたり、護岸が壊れたと。そういう被害が出た。被害が出たところは

災害復旧をしている最中で、災害復旧が完成すれば、一定の安全率が確保されるという

ことになる。この事実を裏返してみますと、昨年の出水で壊れたところは直すというこ

とですから、この程度の洪水に対しては残っているところは一定の安全率は確保してい

る。もちろん洪水の流量だけではなくて、いろんな要素がありますから、その流れ方も

一定とは限りませんし、ハイドログラフによってはいろんなことが想定できないような

ことが起こる可能性もありますから、必ずしも断言はできませんけど。ただ比率として

比較的安全性を有している区間が残っているんではないか。そういうことを考えると、

今すぐこの侵食に対する対応をやらないといけないという判断をしなくていいのかなと

思っておるんですけど。

【○○委員長】

他にございませんかね。

どうぞ、皆さん方ご遠慮なく。

何もないようでしたら、その次のテーマに移りたいと思います。
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次はですね、平成１７年度堤防強化検討委員会の討議内容、今年度の委員会の討議内

、 。 。容についてご説明いただき 少し議論をしたいと思います よろしくお願いいたします

【事務局】

はい、それでは次のパワーポイントでご説明いたします。

平成１７年度委員会の主題は、このポイントの箱の中に書いてございます。

一つは、浸透及び地震に対する安全性照査を行い、目標値以下の区間を抽出し、対策

工法の検討を行うと。

二つ目が、対策工法の検討は浸透、侵食、地震に対する相互の関係を考慮した効率的

な対策工法を選定する。

三つ目として、動植物や地下水などの自然環境に対する影響を十分に考慮するという

のが今年度の委員会の主題でございます。

その結果として、堤防の質的整備計画方針、それからモニタリング計画を作成すると

いうことでございます。

、 、 、それで 今日の第４回検討委員会でありますけども これまでの検討を踏まえまして

左下にある部分が第４回委員会であります。現況堤防の安全性照査、これは浸透は当面

。 、の浸透の検討をする断面が全部で５３断面ありました そのうちの１１断面については

前回の第３回で現況の安全性評価でご報告いたしました。それで今回はそのうちの残り

の４２断面全てのご報告をいたします。そうしますと、浸透については現況の安全性評

価は全て今回で終了ということでございます。

それから必要対策区間の再抽出ということで、それに引き続きまして、目標値以下の

区間の抽出。そして強化工法の検討。ここでは侵食も含めまして、強化工法の検討を条

件整理、工法比較というふうなことで行います。

一番下に文章で書いてございますけども、同じことですけども、浸透に対して全５３

断面中４２断面、これは被災箇所でいいますと、平成被災、それから昭和被災、全て含

んでおります。その現況堤防の安全性照査を行い、目標値以下の区間を抽出する。また

浸透及び侵食に対する堤防強化工法の検討、これは一時選定ということでございます。

それを行うというのが今回の委員会の討議内容でございます。

以上でございます。

【○○委員長】

ただいまの検討内容についての説明について、何かございましたらどうぞ。
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私から一つですね、最初の画面にも出てきました。モニタリング、モニタリング計画

というんでですね、これは具体的にはどういう計画なんですか。

【事務局】

これから計画を検討していくんですけども、一応、対策必要区間があって、それに対

して対策工法を検討しますと。それで対策工法を実施していくということになると思う

んですけども、その対策工法自体はですね、どの程度実効性があるものかどうかという

のは必ずしも検証されていない部分もございますので、それぞれの対策工法をやると同

時に、ある種の継続的なモニタリングの計画をつくって、対策工の効果をそのあと追跡

していくというふうな形のモニタリングです。

【○○委員長】

ああそういうことですか。

何かございませんか。

格段に問題のあるようなところがあるようにもうつりませんが。

よろしいですかね。

それではですね、次に移りまして、浸透に対する安全性照査という点について審議し

たいと思います。これについても事務局より説明をお願いいたします。

【事務局】

はい。それでは浸透に対する安全性照査についてご説明いたします。

まず最初は、パワーポイントは安全性照査の手順をですね、やや復唱ですけども、示

してございます。

安全性照査を大きく条件設定、それから計算、判断、対応というふうに分けておりま

す。条件設定の方では、まず最初に、細分化区間の設定。当然この前に一連区間の設定

があるんですけども、それを更に細分化区間の設定をする。それから堤防をモデル化す

る。堤防と地盤のモデルですね。それから三番として外力の設定で、これは浸透であり

ますから、洪水波形の、それから降雨の波形を設定をする。そこまでは条件設定であり

ます。それから四番目として、浸透流計算を行います。それからその結果に基づいて、

堤体内の水位の浸潤線の形を使いまして、すべり破壊に対する検討。それからパイピン

グ破壊に対する検討というものを行います。それからその結果で安全性照査、これは基

準の安全性基準と比較して照査を行って、その結果安全性照査を満たしていれば、堤防

は安全ということになるんでしょうし、もし満たしていない場合には、強化工法の設計
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に移るというふうな全体の流れになります。

まず検討断面でございますけども、今回は先程申しましたように、全ての断面を今回

でご報告するということでありますけども、一応ここにありますように、順番といたし

ましては、まず一番として平成１６年の被災箇所で、地盤データありというものをまず

優先的に検討いたしました。これは平成１６年度の台風で、約３０箇所で被災箇所があ

りましたが、それについての検討でございます。そのうち、地盤データのある細分化区

間でいうと１０区間、断面でいうと１１断面について検討いたしまして、第３回委員会

において結果報告をいたしました。

それから２番目として、平成１６年度被災箇所で、地盤データがない区間ということ

で、上の区間の残りの１２断面について調査を行いまして、今回の委員会において結果

をご報告いたします。

それからその下にあるのが平成被災箇所で、これは平成２年から１１年に被災した箇

。 、 、所が１６断面ございます これについても調査を行いましたので 安全性照査を行って

今回の委員会でご報告いたします。

それから４番目としては、もっと古くて、昭和２０年から５１年に被災した１４断面

ありますが、それについても照査を行って、これについても今回ご報告すると。これが

当面の浸透の検討の全体でございます。

検討方法も復習でございまして、ちょっと恐縮ですけども、まず非定常浸透流解析と

いうことで、下にあるような外力、降雨量、それから河川水位をこのような形で与えま

して、非定常の浸透流解析を行います。

それから安定解析は、円弧すべり法で行うということでございます。

パイピング破壊に対する検討は、これは左側に絵が二つありますが、左側の方が被覆

土層がない場合、右側の方が被覆土層がある場合でございます。被覆土層がない場合に

は、のり尻の水平方向、それから鉛直方向の局所動水勾配を求めるということでござい

ます。それから被覆土層がある場合には、被覆土層の底面の圧力水頭と、それから被覆

土層の重量の比をとりまして、圧力水頭から求められる揚圧力ですね、それと被覆土層

の重量を求めまして、その比からパイピングといいますか、判定をするというふうにし

ております。

、 、照査基準の設定でありますけども これは各細分化区間ごとに設定するんですけども

、 、 。大きく裏のりのすべりと表のりのすべりと パイピング破壊 この三種類でございます
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、 、 ．裏のりのすべりに対しましては この箱の中にありますような形の式 基準安全率を１

２にしまして、α１とα２をかける。α１は築堤履歴の複雑さに対する割増係数であり

まして、築堤履歴が複雑な場合、３回以上の場合ですね。その場合は１．２、それから

単純な場合、２回以下の場合は１．１、新設堤防の場合は１．０というふうな係数を使

います。それからα２は基礎地盤の複雑さに対する割増係数でありまして、被災履歴あ

るいは要注意地形がある場合は１．１、無い場合は１．０ということにしております。

どちらかがあれば１．１ということでございます。そうしますと、この右側の方にあり

ますように、築堤履歴と被災履歴、あるいは要注意地形の組み合わせから、Ｆｓが１．

２から１．６の間になるということです。この吉野川の場合には、新設堤防というのは

ありませんので、実際の今回の吉野川におきましては、１．３から１．６の目標安全率

。 ． 、が設定されているということでございます それから表のりのすべりについては１ ０

パイピング破壊に関しましては、被覆土層がない場合には局所動水勾配で、これは０．

５未満、それから被覆土層がある場合には、被覆土層の重量と、揚圧力の比が１．０以

上。１．０を超えるというのが条件でございます。

、 。 、安全性照査結果 これはあと何枚かお見せいたします 同じような絵が出てくるので

、 。混乱するかもしれませんが まずこれは安全性照査結果の全体を示したものであります

右下に凡例でございますけども、この浸透に対する安全性照査の結果を見てみますと、

表のりだけが安全な照査基準を満たさないというものもわずかにあります。それから裏

のりのみが満たさないというのもあります。それからパイピングのみが満たさないとい

うのもある。それから裏のりとパイピングでもってひっかかるというのもあるし、それ

から裏のりと表のりとパイピング、全部アウトというのもあります。これで見ますと、

一番多いのは、黄色い線が一番長いのでありますが、これは裏のりとパイピングという

ものの両方が基準値を満たしていないというものであります。

それからあとはパイピングのみという青と、それから裏のり、表のり、パイピングの

赤と。いずれにしても、基盤のパイピングに関わる部分で安全率を満たしていないと。

満足をしていないというものが大半の区間になっているということでございます。それ

からこの中に一緒に示しました凡例の一番下にあります平成１６年の漏水実績というも

のも合わせて示しておきました。平成１６年度の漏水実績というのも合わせて示してお

きました。平成１６年度の漏水実績はほとんどがのり尻、あるいは堤内地盤からの漏水

ということでありますが、これを今回の照査結果に重ねて示しております。一番上の吉



- 1 1 -

野川０ から２０ のほうでは、１６ から２０ の間でかなりありますが、km km km km

これはいずれも今回の照査で見ますと、裏のりとパイピングのいずれも照査を満たして

いないという区間と一致をいたしました。それから真ん中の２０ から４０ も黄km km

色ですね。残りの区間もみな裏のりとパイピングで、照査基準を満たしていないという

ことで、平成１６年の漏水実績もこういう形で照査結果との対応ができたというふうに

考えております。

ただ今の照査結果のところの中に重ねました、平成１６年の漏水実績のうち、写真を

示したのは、７月の台風１０号の時の箇所の状況でございます。ここでは７箇所ほど示

してありますけども、いずれも基盤漏水、一部ちょっと堤体漏水と書いてあります。こ

れものり尻の漏水であります。こういうふうな格好でもって、堤体あるいはのり尻基盤

から漏水が起きているという状況でございました。

今の安全性照査結果を全体を内訳で示したのが、このパワーポイントでございます。

吉野川について左側が左岸、右側が右岸です。左岸の方で見ますと、左岸全体に対して

裏のりとパイピングでもって安全性照査基準を満たさないというのが８７％でございま

す。それからパイピングのみというのが７％でございます。それからあとは裏のりのみ

というのが６％ございました。吉野川右岸の方については、同じく裏のりとパイピング

が満たさないというのが７２％、パイピングのみが１６％、裏のり、表のり、さらにパ

イピングというのが８％というふうな割合でありまして、先程申しましたように、パイ

ピングがらみの照査基準を満たさないというふうな延長が非常に長いということでござ

います。

、 。今の現況の評価をですね 実際にこんなふうにやっているという例を一つ示しました

これはあとの方で対策工の検討のところで使っている場所と同じ場所でありますが、吉

。 。野川左岸２３ ６００でございます これは平成１６年度被災が起きた箇所でありますk

この図は現況の断面に対する安全度の評価の結果図であります。まず裏側の方から見ま

すと、裏のりの評価基準は１．６０必要でありますけども、ここでは１．４０でありま

す。この時の水位は裏のりでありますので、ほぼＨＷＬの高さまで上がっていて、河川

水位のＨＷＬまで上がっていて、従って堤体の水位も非常に高い。最も高いだろうとい

うような条件であります。その時の裏のりのすべり安定率が１．４０でありますので、

これは評価基準を満たしていなかった。それからパイピングに関しましては、ここは薄

いですけれども、被覆土がありますので、被覆土の重量と揚圧力の比で計算しますと、
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０．８１で一応下回りますので、これも満たしていなかった。それから表側の方につい

ては、これは水位はＨＷＬではなくて、実は平水位まで下がった時点が一番危なくなる

ので、ちょっとこの図には表現されておりませんけども、水位は下がっております。そ

の状態での表側のすべり安全率が１．３９でありますので、これは問題ないと。こうい

うふうな形で現況の検討をしております。

吉野川全体をもう一度表で示したのがこの表でございます。左岸、右岸に分けて表示

してございます。堤防延長はそれぞれ５４ ほどあります。当面の検討対象区間延長km

というのが上から三つ目にございますが、これが先程いいました漏水実績の箇所の延長

でありまして、左岸で約１５ 、右岸で２８ ほどございます。これは全て今回検km km

討しましたので、検討済み区間延長と一致しております。それに対して基準値を下回る

区間の延長は、左岸でいいますとすべり破壊については１１ ８００、それからパイピk

、 、ング破壊については１１ ９００ほどございまして 必要対策区間の延長でいいますとk

すべり破壊とパイピング破壊がダブっているところがありますので、延長でいいますと

１２．８ ということになります。これは検討済み区間が１４．９８５でありますのkm

で、それに対する割合でいうと８６％になります。従って左岸は検討済み区間延長の８

６％が現在のところ必要対策区間になっているということでございます。それから右岸

について同じようにみますと、検討済み区間の延長が２８ ありますが、必要対策区km

間の延べ延長が２２ ということで、これは８１％ということになります。そういうkm

ことで、８割以上の区間で必要対策区間となったということでございます。

以上が浸透に対する現況の安全性評価のご報告でございます。

【○○委員長】

ただ今の説明について、いかがでしょう。

何かしらスムーズに話が進んで、議論する箇所があまりなさそうにうつるんですが。

例えば、これでもいいんですけどね、パイピング破壊ということですが、パイピング

の中には二つありましたね。被覆土のあり、なしと。ということですが、そのあたりの

比というか、これはどんなもんですか。どちらの方が。

【事務局】

ちょっと今その整理を数字では出してなくてですね。

【○○委員長】

細かく見ていくと、パイピングは何となくいろんな解釈がありそうな。つまり被覆土
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のある場合とない場合の評価の仕方がちょっと変わっておるというかね。

【事務局】

、 、大きくはですね パイピング破壊の方の局所動水勾配で評価してアウトだったものと

それからＧ／Ｗで被覆がある場合とで見ますと、少し被覆土があってＧ／Ｗでアウトに

なった方が割合多かったです。

【○○委員長】

ああそうですか。

【事務局】

それはたまたま今回の吉野川の堤内地がですね、被覆土がある区間が多かったという

ことでございます。

【○○委員長】

ということは、つまり被覆ののない場合の限界動水勾配０．５という、ここの部分の

０．５というのは多少曖昧なところがあるわけですよね。つまりもう一つの被覆土のあ

る方というのは、要は下方向の力と、上に押し上げる力のバランスの問題ですね。ただ

これも１．０というのは、多少片方の０．５というのは、ある種の安定率が入っている

ような受け止め方ができると思うんですね。それに対してもう一方の被覆土がある場合

は１．０にしているんですね。限界を。ということは、下向きの力と上向きの力はちょ

うど等しい状態を境にして、少しでも上向きの力が大きければセーフだと。こういうこ

とになっているんですね。そうすると、そこには実は安定率は入ってないんですね。こ

れはまた私の言い方だけではすっきりじゃないんですけど、要するに、この被覆土があ

る場合は、これを境にしてこのあたりの下向きの力と押し上げようとする力の比の大小

だけで議論しているんですね。本当は安定率があってもよさそうですね。本当は。安定

率が入ってない。ただ安定率が入ってないということを１００％受け止めるわけにもい

かんのですね。というのは、上下の力だけというのは、純粋に一次元現象として捉えて

いるんですね。だけどあのあたりやっぱり現象は二次元ですから。本当はこのあたりで

水平方向の断面積が範囲面積のプリズム角柱的なものを考えたら、本当はその側面での

せん断抵抗はあるんだけど、そのせん断抵抗を無視している。それが安全率だという捉

え方もできるから、何となく漠としないところは、厳密に突っ込んでいるんですね。あ

まり細かいことをいうこともないと思いますが、それにしても吉野川の先程のデータが

こちらとこちらとどちらが多いのかなという、そのままこの部分が堤防の延長沿いには
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こちらの方が当然多いということですか。実態としては。つまり破壊する、しないのパ

イピングを起こる前に、この構造の方はこちらの構造よりも多いと。こういうことです

か。

【事務局】

、 、 。実際にもですね 畑の中で吹いたというのがかなり多くて 被覆土がある状態が多い

でも検討した箇所を見てもですね、そういう箇所が多かったです。先程全体の数量は示

しておりませんけど、お手持ちの資料の３－５ページの方に、照査結果の全体を表で、

ちょっと字が小さいんですけども示しておりまして、そこで左右岸それぞれパイピング

に対する安全性として、被覆土なしと被覆土ありと二つに分けてやっております。

【○○委員長】

ここをよく見たら分かるんですね。

【事務局】

この数字はあまり大きな差はありませんけど、これを見ていただくと、被覆土ありの

方のケースが幾分多いということです。

【○○委員長】

何かございません？

なければ予定よりもずいぶん早く事が進展していきますが。

今のご説明はそのままそうですかと受け止めざるを得ない状況ですよね。

私も今ちょっと３－５ページのこの表をじっくりと眺めれば、どちらが多い、少ない

とかっていうことが全部あるわけですけど、じっくりこれから拝見させていただくとい

うこういうことですから、ちょっと議論の中に入っていけませんが。

何かございませんかね。

もうこの検討の仕方というのは、過去３回の委員会の中で十分に。まあポイントは３

－３ページあたりにあるこういうようなことで検討しましたということですが、これの

意味するところは、もうじっくりと前回までに議論をしてますから、もうここでとやか

くということはありません。そうすると、それを踏まえての結果ということです。

ただ私一点だけ、たまたま私自身がそういうことをとりわけ専門にしているからこう

いうことになるんですが、一例だけということで、安定解析の結果を見せてもらいまし

たね。あそこのこれが、確かこの安定解析というのは、現在ではもうとにかくいわゆる

パソコンを対象にしたソフトが世の中に氾濫してまして、自前のもので計算するなんて
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いう時代はもうとっくに過ぎているわけで、市販のソフトを使ってということだと思い

ます。ちょっと耳にするところは、コスタナというソフトを使ってやっておるという、

こういうことですね。

【事務局】

そうです。

【○○委員長】

、 、私はコスタナはどういうことでっていうことで それ自身の存在は知っておりますが

中身が十分に分かっておりませんので、例えばとりわけこういう浸透流がある時に、こ

の水の扱いというのが一つ分かれ目になると思うんですね。水のある場合の安定解析と

いうのは、唯一の方法というんではなくて、私は全重量＋間隙水圧法と言い方と、それ

から浸透力＋水中重量法という二つの、私自身書いた教科書の中ではそういう定義をし

、 、 、ておりますが 結構世の中のいろんなソフトを見てみると そこの水の扱いのところは

いろんな混乱も含めてあるみたいで、コスタナはどういう考え方をしているか全く承知

しておりません。これから少し私なりに見てみたいというのがあるんですけどね。そう

いう背景のもとで、安全率この１．３９とか１．４０というのは、果たしてどうなのか

というのは、もう一つ明確に分からないところがあるんで、私自身は少し分析してみた

いなというような思いを持ってます。というのは、これだけではなくて、この資料には

入ってないんですか、安定解析をたくさんしているところ。

これから出てくるところですね。そこへいったらまた。今のはペンディングさせてい

ただきます。

まあ問題は、この数値が一つ非常な意味をもってくるわけですから、このあたりがき

っちりと誰もが納得できないと不満になると思います。ちょっとそこの部分が少し確認

しないと、このままではにわかに分からないというそういう背景が、これは本当に納得

するためには、実際にまわしてみないと分からんという、こんな状況ですから。そんな

、 、 。意味でですね こうなりましたというと それ以上の議論のしようはこの時点ではない

そんなようなことで、あまり議論をすることがなくて、ここの部分の元々の事前の計画

では、今の浸透に対する安全性照査というところが１５時ぐらいまでかかるんじゃなか

ろうかと。こういうような事前の見込みを私はいただいているんですけれど、何かござ

いませんか。

どうも今の結果を見ると、今後の対策というのはパイピングというか、のりも含め、
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黄色が一番多いところですから両方ですかね。黄色というのは裏のりとパイピングでし

たかね。

【事務局】

はい。

【○○委員長】

これが圧倒的に多くの部分を占めているということで、そのあたりの対策がどういう

形にのせるかということは、これは後半、それか次回あたりのテーマになるんだろうと

思いますが。

議論がなければ、これどうしましょう。先にいきましょうか。

【事務局】

そうですね。

【○○委員長】

まだこんなところで中段というのは不自然ですから。

それではですね、先に話を進めたいと思います。

次はですね、侵食に対する安全性照査の整理ということで、まずこれについても事務

局からご説明いただいて議論したいと思います。

【事務局】

侵食に対する安全性照査結果の整理についてご説明いたします。

まず最初のパワーポイントでは、侵食に対する堤防強化の検討手順というのをもう一

度示しております。一番上の箱にあり、それを大きく黄色で囲った部分が、安全性照査

の部分であります。大きくは既設護岸がなしと、それから既設護岸がありというふうに

分けております。実はこの既設護岸なしというのはですね、今回いわば初めて説明をす

る部分がありまして、護岸が部分的にあるというものも含んでおります。従って既設護

岸がありというのは、いわばＨＷＬまで護岸が完全に出来上がっている。完成している

というものを示しておりますけども、途中までしかないというものはですね、なしとい

う方に今まで入れております。ちょっとそういうことがありましたので、ちょっとこの

あとでもその部分を考慮したまとめ方をしております。

護岸のない場合については、これは土が堤体土が問題になってきますので、大きくは

堤防の表のり面とのり尻の直接侵食が安全度を満たすかどうかという項目と、主流路、

低水路などからの側方侵食、高水敷の侵食になりますが、それが安全度を満たすかどう
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かという２項目で検討をしております。

それから既設護岸ありにつきましては、これは護岸の力学設計法に基づいて行うんで

すが、のり覆工の安定性が不足しているかいないか、それから基礎工、根固工も含みま

すけども、それの安定性が不足しているかどうかをみるというふうなことがあります。

これが安全性照査の内容でございます。

ついでにその下の方にですね、強化工法の選定というのがありますが、それについて

は照査結果と河道状況に応じていろんな強化メニューを選定して、強化工法、工種を決

めていくというふうなことで、今回はあとの方で、この強化工法の選定についてまでご

報告するということにしております。

それで、先程の既設護岸が部分的にあるというものはどんな状態かというのをご説明

用に作りました。これは堤防護岸の場合であります。①の場合は、堤防護岸のうちの低

水の部分のみ設置されているという、こういう状況の場合がございました。それからあ

る程度の高さまでずっと堤防護岸としてあるんですけども、ＨＷＬまでいっていないと

いうものがやはり見られます。こういうふうなことでもって、これは堤防護岸について

でありますけども、例えば高水護岸の場合についても同じような状況にありますし、低

水護岸についてもあるということで、護岸が全然ないわけじゃないんだけども、完成し

ていないというものである。これについても今までは護岸なしとして扱っているという

ことであります。

、 、侵食についての安全性照査は 既にこの委員会の中で逐次進めてきたわけではなくて

既にやってある結果を整理して、委員会で報告しております。今回ここではまず全体を

安全性照査の基準を下回る区間、それから下回らない区間の全体像を整理しました。

吉野川と旧吉野川と今切川に分けております。左が吉野川でありますが、左岸、右岸

の堤防の延長はこの縦の棒グラフの左に延長がありますが、いずれも４０ です。そkm

のうち、紫色が照査基準を下回る区間でありまして、吉野川左岸では２５．８ 、右km

岸では２２．４ あります。それから真ん中の水色が照査基準を満足する区間で、吉km

野川左岸では９ 、右岸では１４．４ あります。それから照査対象外区間がそれkm km

ぞれ５ 、３ あります。この照査対象外区間というのは、高潮の区間ですね。高km km

、 、 。潮堤防 それから特殊堤防 堤防がそもそも未整備であるという区間を含んでおります

それで、今の吉野川で見ますと、全体の照査対象区間の延長、吉野川左右岸をあわせま

すと、実は７１．６ になります。そのうちこの照査基準を下回るという紫の合計がkm
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４８．２ になりますので、６７％ぐらいが照査基準を満足していない、下回るといkm

うふうな区間になります。それから真ん中は旧吉野川でありますが、これについては照

査対象外区間が非常に多い。それから今切川についても同様でありますので、あまり全

体の検討では重要ではありませんけども、旧吉野川については照査基準を下回る区間が

かなり照査対象区間の中では多くなっています。これが全体の状況でございます。

次はですね、これを吉野川についてでありますけども、護岸の有無といいますか、護

岸のある、それから先程ちょっとご説明しましたけども、部分的にある。それから護岸

がない。それから低水と高水の護岸がある場合には、一方だけあるというのもあります

ので、こういう場合はちょっとややこしいですけども、護岸ある、なしが混在する区間

というふうに分けております。こういうふうに分けるとダブリはございません。これに

つきまして、照査対象の延長、それからそれぞれ護岸があるか、部分的にあるか、ない

かについてそれぞれ照査基準を満足する区間の延長、照査基準を下回る区間の延長とい

うものを表にして示しました。

これはちょっと円グラフで示しましたけども、ここで言いたいことは、吉野川左岸、

右岸ともですね、全体の延長で見ますと、護岸が部分的にあり、それから護岸が部分的

になしというものの中で、直接侵食で照査基準を満たさないというものの割合、延べ延

長がかなり大きくなっております。この表でいいますと、例えば真ん中の護岸が部分的

にありでいいますと、照査基準を下回る区間のうち、直接侵食のみという区間と、それ

から両方という区間の合計ですね。そういうものがかなり大きな延長になります。それ

から護岸なしの場合もそうであります。側方侵食に関しましては、これはトータルでは

それほど大きくありませんけども、護岸部分的にあり、なしの場合において、トータル

で９．８ ぐらいありますけども、そのぐらいが照査基準を満たさないというふうなkm

状況であります。この次に円グラフで見たらもう少し見やすいかと思います。

今の状況を円グラフで示しました。左側が左岸です。右側が右岸です。ここでは左側

、 。の左岸で見ますと まず護岸ありという区間が最初の大きな黒の線で囲まれております

３．２ と８．６ とありますけども、そのうちのハッチをした３．２ というkm km km

のが照査基準を下回る区間ということになります。護岸ありは全体で１１．８ なんkm

ですけども、そのうち３．２ が照査基準を下回っています。それから護岸が部分的km

にありというものについては、１３．２ ありますけども、０．２ｋｍを除き、照査km

基準を下回ります。それから護岸がなしについては０．２ｋｍを除く６．８ 照査基km
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km準を下回っております それから護岸ある なしが混在というものについても２ ８。 、 ．

ですね。これについても照査基準を下回っています。それから右岸についても同じよう

なことで、護岸ありが１６．８ ありますが、そのうち２．６ が照査基準を下回km km

っている。それから部分的にありというのは６ 、これは全て照査基準を下回っていkm

る。護岸なしについては１１．６ 、ほんのわずか０．２ ほどクリアしているのkm km

がありますけども、ほとんどが下回っている。要するに、護岸の完成護岸のあるものに

ついてはですね、２，３割ぐらいでしょうか、それぐらいが照査基準を下回っていると

いう格好ですけども、護岸が完成していない、部分的にある状態であるとか、あるいは

そもそも護岸がないと。堤体が露出しているというふうなものについては、ほとんど照

査基準を下回ってしまうというふうな状態であります。

今、示しましたのは、先程の結果を平面で示したものでございます。平面的にどうな

っているかということであります。右下の凡例にありますように、同じような線ばかり

で恐縮ですけども、護岸なしと部分的にありと、護岸ありと分けて、それから高水が実

線 、低水堤防が波線という形で示しております。護岸自身がダブっているところがあ,

るんで、線がダブっておりますけども、一つ見ていただきたいのは、まず護岸なしにつ

いていいますと、先程言いましたように、のり尻とのり尻の直接侵食ですね。のり面と

のり尻の直接侵食という緑色がかなり長い区間を延長を示しています。それから護岸が

部分的にありという場合についても、真ん中の灰色の部分がかなり長い延長を示してい

るということが分かります。それから護岸ありについては、のり覆工の安定性不足とい

うのはそんなにありませんで、基礎工の安定性不足というのが見られると。ちなみに、

１４ のところの第十堰の右岸のふかぼれしている区間は、ここでは基礎工の安定性km

不足ということでもって、護岸があるけども照査基準を満たさないというふうに評価さ

れております。

このような評価をいたしますと、非常に多くの区間が対策が必要であると。安全性照

査基準を下回るという区間になっております。先程から言っておりますように、特に護

岸がないと、あるいは部分的にありという場合ののり面とのり尻の直接侵食、それから

側方侵食というものがですね、かなり広い区間にわたってしまっているということがあ

りますので、そのあたりをもう少し細かく評価するということでございます。

一番最初の全体の委員会のご指摘のお答えの中でも申しましたけども、それについて

もう一度ご説明いたします。
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大きくはですね、上にあるのがまず堤防表のり面とのり尻の直接侵食に対する安全度

の相対的順位ということで、要するに、表のり面とのり尻の直接侵食に対してですね、

評価基準を下回っているわけです。しかしながら下回っているとはいっても、その中を

もう少し細かく見てやることによって、優先順位とはいいませんけども、安全度の相対

的な違いを表現できるんではないかというふうなことであります。ここで用いたのは代

表流速というものを用いました。それから先程言いましたように、部分的に既設護岸が

ありというものも入れました。そうしてここに①，②，③で示したような区分けをしま

した。安全性でいいますと、安全性照査基準を下回っているんだけども、その中でもそ

んなに安全性はどちらかというと相対的に高いだろうというのが代表流速がそもそも２

ｍ以下であるという区間だと思っております。それからそれよりもう少し安全性が今度

は下がるのが、部分的に既設護岸があって、代表流速が２ｍを超える箇所、それから三

、 、 。番目として 既設護岸がなくて 代表流速が２ｍを超える箇所というふうに分けました

２ｍを代表流速に用いたのは、これは河川堤防の構造検討の手引きの中でですね、２ｍ

の代表流速が一応、法尻表面の耐侵食性の目安としておりますので、それを利用したも

のでございます。

それからもう一つは、全体側方侵食に対する安全度の相対的順位というものについて

もやってみました。これは高水敷幅と低水河岸高の比を目安としました。それがそこに

安全性と書いてますように、部分的に既設護岸があって、高水敷幅と低水河岸高の比が

５以下、実は５以下３以上なんですけども、そのものについては安全性は相対的に高い

んだということ。それから既設護岸がなくて、同じく５以下のものがその次。それから

部分的に既設護岸があって、高水敷幅と低水河岸高の比が３以下になるというものがそ

の次に悪い。それから既設護岸がそもそもなくて、高水敷幅と低水河岸高の比が３以下

になれば、一番安全性は落ちるんではないかというふうに考えました。これは高水敷幅

と低水河岸高を目安としましたのは、高水敷幅が十分にあれば、側方侵食に対する堤防

への影響は小さいというふうに単純に考えたわけでございます。今の基準に基づいて、

先程の平面図をもう一度色分けし直したのがこれです。まずこれは堤防の表のり面との

り尻の直接侵食の方法ですね。それに対する安全度の相対的順位ということで、右下に

凡例がありますが、赤が既設護岸がなしで、代表流速が２ｍ以上、黄色が部分的に既設

護岸があって、代表流速が２ｍ以上、緑がそもそも代表流速が２ｍ以下というものでご

ざいます。これで見ますと、全体の区間の延長がその右下にありますが、４１ に合km
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計するとなるんですけども、そのうち安全度が一番低い赤の延長は５．６ というこkm

とでありまして、一割ちょっとぐらいが相対的にいうと特に悪いというふうに考えてお

ります。

それからその次は、側方侵食に対する安全度の相対的順位ということで、同じように

まとめております。これも右下の凡例にありますように、先程の４種類の区分を色分け

しました。ここは延長のトータルは９．８ なんですけども、そのうち０．８ 、km km

ですから一割弱ぐらいが赤になっております。従って、ここの部分についてもトータル

は９．８ でありますけども、その中で４段階に安全度を分けますと、最も安全度のkm

低いものは一割弱というふうなことになりました。

以上が侵食に対する現況安全との整理でございます。

【○○委員長】

はい、どうも。

今の侵食に対する安全性照査結果の整理というところについてですが、私、ちょっと

２，３意味が分かりかねるところをお教えいただきたいんですがね。

まず、手元の資料の４－１というのが一番最初に出てくるんですけれど、どっかにも

ありましたがね。

例えばですね、堤防表のり面とのり尻の直接侵食というこういう表現が何ヶ所もある

んですね、この資料には。この画面のどっかにもありましたが、堤防の表のり面の侵食

というのは極めて普通に捉えることができるんですが、我々の概念からいったらのり尻

というのは点なんですね。二次元の絵を描いたら。あえてそこののり尻というのは、強

調されるのは何か意味があるですかね。

のり表面、これはよく分かります。それとのり尻、あえてのり尻というのは。これは

初めてじゃなかったですかね、この表現。

【事務局】

いえ、この表現は前の委員会の時からずっと同じ表現で変わっておりません。

【○○委員長】

のり尻、こういう表現ありましたか。

【事務局】

ありました。

【○○委員長】



- 2 2 -

ああそうですかね。今回初めてだし、ちょっと気にうつって。

【事務局】

あまり深い意味はないのかもしれませんけども、のり面とのり尻の部分はややどっち

かというと侵食されやすいといいますか。

【○○委員長】

のり尻近傍は、それはよく分かりますが。

【事務局】

ということがありますので、そういうふうに言葉として分けただけで、実際の扱いと

しては一体のものであります。

【○○委員長】

それとですね、この４－２ですけれど、これまではこの手の構造に対しては、これは

護岸なしということで扱ってきたと。こういうことですね。

【事務局】

そうです。

【○○委員長】

そうですね。

これで護岸がないというのは、今回提示されて、部分的にあえてこういうことをして

ということですから、それ自身はいいんですが、護岸なしでこれで扱うということは、

ここの部分、これがないということですか。これもないとみて。

【事務局】

これはこの絵は堤防護岸の絵でありますので、一体として扱っております。ですから

今指しておられる①のような場合、それから②もそうなんですけども、上の護岸とＨＷ

Ｌの間の土ですね。そこの部分に係る流速、耐侵食力を計算しているということです。

【○○委員長】

ということは、それがここも同じ危険度を持っていると。こういう解釈ですか。

【事務局】

そうです。ですから、既設護岸の部分は別にそこは評価をしておりません。

【○○委員長】

ああそういうことですか。これも然りですね、そうすると。

【事務局】
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あくまでも上の土の部分についての評価をして、それを全体の評価にあてはめたとい

うことです。

【○○委員長】

そういうことですか。なるほど。

要するに、これはこれとしての構造性の安定性を検討している。

【事務局】

具体的に検討したわけではなくて、結果は全部護岸なしとしての検討結果なんですけ

ども、その中でそういう条件のものがですね、このぐらいの割合で実はあるんだという

ことを中で整理したということです。

【○○委員長】

そういうことですか。

じゃあ、これ自身の安定性、検討して云々ということじゃないんですね。

【事務局】

違います。

【○○委員長】

何かございませんか。

【○○委員】

この資料の４－７に相当するようなスライドが確かどこかで出てきたと思うんです

が、これですかね。

ちょっとね、ここって代表流速が２ｍ以下ですね。ここって２ｍ以上ということです

ね。

【事務局】

そうですね。

【○○委員】

何かこのへんって水あたりみたいなところなのに、こちらが水がこう入ってくるんで

すね。こちらが流速が大きくて、こちらはずいぶん深い、本当はね。何かちょっと変な

感じがするんですけども、これは計算方法によるんですかね。

【事務局】

代表流速の求め方は前の委員会でもご説明したとおりなんですけども、湾曲部だけの

補正ではなくてですね、低水路からの緩衝の補正とかですね、そういう別の補正項目も
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入っておりますので、その結果がちょっとめには水衝部なんだけども、流速がそういう

結果になったということだと思います。

【○○委員】

ああそうですか。

だいたいあれですかね、準二次元計算で横断面内の分轄数っていうのは何分轄ぐらい

にっていうのは、それは分からんか。

【事務局】

だいたい３つから５つぐらいになるかと思いますけど。

【○○委員】

３つから５つ。

【事務局】

平均するとそのぐらいかと思います。

【○○委員】

ああ、そういう。もう類型化で分けてるんかな。護岸があって、高水敷の部分、低水

路、次、右岸、高水敷っていう。

【事務局】

、 、対象とするところの近くのやつをそのまま多分使いますので 先生が言われるように

分轄はかなり細かくしているんですけども、だけど評価の対象となる護岸に近いところの

部分の流速となると、まあそういう限られた部分になると。たくさん分けられてない。

【○○委員】

それって、統一して何番目っていうのはやってるんだろうか、それとも。

【事務局】

まあまあ見てですね、断面の形を見て決めてるという形になろうかと思います。

【○○委員】

だからそうなるんですかね。

【事務局】

ご指摘のところは若干下流にはいってるんで、まあぎりぎりどうかなという。きつそ

うな感じもないことはないんですが、後ろへちょびっと抜けてるので、どうかなという

気がします。

【○○委員】
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まあ多分ここの場合ね、この護岸があるから上を通ってるからね、ここの場合は護岸

がないから、ここは分からんのやね。どこが低水護岸とみる部分がおそらく代表流速の

選ばれる点だと思うんですけども、だらだらっとなって。だからこのへんでとってるか

ら、少し西側に寄ったところでとったところでとってるから、大きくなっていると。そ

んな解釈でいいんかな。

【事務局】

はい。そういう形になると思います。

【○○委員】

ここって、これ、耕作地か何かがあるでしょ。

【事務局】

はい、あります。

【○○委員】

あの先端って、これから川が流れ出してきてますよね。何川っていうのか分からん。

このへん、護岸てありませんでしたっけ。あの低水護岸。蛇池川かな。きてるのは。

【事務局】

護岸はなかったです。ありません。

【○○委員】

自然堤防だ。

【事務局】

ちょっとしたのは。

【○○委員】

斜面はあるよね。

【事務局】

はい、あります。

高水敷状のものは当然ありますので、前にはいわゆる護岸はありませんけど、だらだ

らっとなった形で高水敷が建設されている。後ろ側の堤防の方には当然護岸はありませ

んので。

【○○委員】

根元にもありませんでした？

【事務局】
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はい、ないです。

【○○委員】

ああそうですか。

【事務局】

はい。

【○○委員】

ここもちょっと気になる。

【事務局】

川島のところ。

【○○委員】

川島のところね、これ。

ここは流速が早い。早くなるんかな。

ここはあれかね、流路が普段はないんだけど、手前で深くなってるから大きく出るん

ですかね。ああいう深さで。

【事務局】

おそらく深いのはこちら側になってますんで、流速は上がってると考えられます。

【○○委員】

これも護岸がありませんか。

【事務局】

護岸は。

【○○委員】

小段はない、ドーンと上がってきている堤防ですよね、これ。

【事務局】

はい。いわゆる堤防護岸といわれてるような。一種の堤防がそのままストーンと川の

中に突っ込んでますんで。

【○○委員】

なのになし。石張りのようなものも。ものすごい高いですよね、あれ。

これ、国道沿いのところでしょ。

【事務局】

浅田用水の取り入れのところはあるんですけども、それ寄りの川島の排水機場のとこ
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ろについては、樋門のところにはありますけど、それ以外のところはあまり見えなかっ

たと思います。ないことはないですね。

【○○委員】

危ないね、あれはね。はい、分かりました。ありがとうございました。

【○○委員長】

ちょっと初歩的なことだけど。

、 。 、この例えば代表流速が２ｍを境にしてという この判断はどういうふうな 要するに

パソコンなんかでやるんですか。あるいは人間の目で見てやるんですか。

【事務局】

計算結果としては出てきますので、それを見て。

【○○委員長】

これ、ああいう絶対的な数値を境に、右か左かというのは、条件によっては非常にお

かしいことというか、極端にそこでガクンとずれるというようなことがね、それを解消

するのがファジー理論なんですね。曖昧さを持ち込んでくるという。そんなような、２

ｍを探して、ガクンと落ちることはないんですか。

【事務局】

多分実際は先生がご指摘のように、２．１ｍのところもありまして、１．９ｍのとこ

ろもあって、それで色が赤になったり緑になったり。

【○○委員長】

それはやっぱりあるわけですか。

【事務局】

それはある。

【○○委員長】

そこはうまく丸めているとか。

【事務局】

いや、それはもう単純に割り切って。

【○○委員長】

ああそうですか。

【事務局】

そこのところも、今回は相対的な順位ということですので、そういった形で割り切り
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をさせていただいているということです。ですから実際冒頭に所長の方から、絶対的な

評価ですぐにやる予定はないというお話をさせていただいてますように、現実問題の対

応としては、まだすぐにはやらなくてもいいだろうという判断はありますので、そうい

った意味では単純に相対的な順位を付けてみたということだけだと思います。

【○○委員】

現実的には護岸は計画的に張ってきてない。堤防が壊れたりしたところを災害復旧で

護岸を張るというような対応をしてますので、ご指摘のとおりに、２を境にして○か×

かという世界ではないんですが、ここの考え方は、赤のところが比較的安全性が低いと

判断されるわけですね。一般的な相対評価をすると。その中で更に細かく見ていって、

水衝部が本当に水衝部になってるかどうかとか、それ以外の状況、堤防の全面に水防林

が、竹林が生えてるのか生えてないのかというような、様々ないろんな要素があります

から、そういったものを細かくここに評価をしていって、そして本当に緊急性の高いと

。 、 、ころを抽出していくと その前段の作業であると思っておりまして そういう意味では

確かにここでいう緑と赤の境目はですね、本当はファジーなはずなんですけど、まずは

赤で選んで、そしてその中で詳細に検討すると。そういう意味においては割り切りで、

こういう赤の線を引くにはそれなりに意味があるのかなと思っておるんですけど。

【○○委員長】

他に何かございませんか。

ないようでしたらですね、１５時まであと１０分というところですが、ここでテーマ

の区切りとしては非常にいいところですから、いったんここで休憩をとりたいと思いま

す。休憩はさて、どういたしましょう。元々１５時から１５分ばかり休憩ということに

しておりましたが。１５時ぐらいまで？

それじゃあ、１０分間休憩ということで、次は１５時からということにしたいと思い

ます。

（１０分間休憩）

【○○委員長】

後半の審議に入りたいと思います。

では、最初の話題はですね、浸透に対する強化工法の検討ということですが、まずこ

の審議を行うために、事務局の方で説明をお願いいたします。

【○○委員】
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ちょっとお願いがあるんですが、ご説明の時にね、できましたらポインターを使うと

か、あるいはカーソルのようなもので、今どれを指しておられるのかみたいなところが

分かるようにしていただければありがたいんですが。

【事務局】

分かりました。

【○○委員長】

ポインターはあるんですか。

【事務局】

画面の中のマウスでいたします。

それでは、浸透に対する強化工法の検討としてご説明いたします。

まず強化工法選定の基本方針というところから入るんですけども、その中で吉野川に

おける堤防強化工法の基本的な考え方というのをまとめました。

これは一応四つあげております。

まず①として、堤体浸透・基盤浸透のいずれにも有効であり、既設の堤防や基礎地盤

となじみがよいことから、断面拡大工法を優先して検討するというのが一つの基本的な

考え方です。

二つ目が、堤内地への影響を極力避けるために、堤外側で施工できる対策を優先する

というのが二つ目でございます。

三つ目が、透水性地盤が広範囲に分布し、地下水利用が盛んであることから、そのよ

うな地域では、地下水に影響を与えない工法とするということです。

四つ目として、護岸の配置にあたっては、環境に配慮した多自然型護岸とすると。こ

の四点を吉野川における堤防強化工法の基本的な考え方というふうにまず位置づけてお

ります。

そうして、ここに示しましたのが、浸透対策の検討フローということで、今回は一次

選定までということでございます。

上の方にまず安全度の基本検討項目というのがありまして、これについてはもう済み

ました。その結果、浸透に対する必要対策区間の抽出、それから侵食に対する必要対策

区間の抽出ということが先程のご説明でございます。

その結果、まず大きくは設計条件、治水上の制約で、河積の確保であるとか、用地の

確保であるとか、それから改修計画との整合というふうな設計条件、それから真ん中の
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対策の内容、種別、設置位置、規模というふうなものが組み合わされるんですけども、

、 、 、そのために一番右側にあります施工条件という場の条件 これは高水敷利用 堤体利用

これは兼用道路とか桜堤もあります。それから堤内側の水路の問題、堤内地の人家密集

度、既設対策工、こういったような施工条件を加味して、対策を一次選定していくと。

この一次選定の時に、先程あげました吉野川における堤防強化工法選定の基本的な考え

方を配慮するということであります。

このパワーポイントでは、一次選定だけになっておりますが、あとで見ていただきた

いと思いますが、５－１ページの方では、次回の委員会で対策工の二次選定まで行うよ

うにしております。この二次選定というのは、一次選定で選ばれたいくつかの複数の、

できれば複数の工法について、自然環境への影響とか、それから河川利用への影響、維

持管理、経済性、施工性というふうなことを配慮して二次選定をしていくというふうな

流れになっております。今回は一次選定までということでございます。

浸透に対する堤防強化工法として、この５種類の工法をここでは採用しております。

まず、左上の方から堤体を対象とした強化工法として、断面拡大工法です。これは浸

、 、透路長の強化の原理・効果というのを書いてございますけども 浸透路長の延長を図り

堤防の安全性を増加させるというものでありまして、基本的にはのり勾配を緩くするこ

とによって、すべり破壊に対する安全性を増加させるというものであります。原則とし

ては、川表側の覆土は拡大部分は難透水性材料、それから川裏側については透水性の材

料、これは相対的な問題でありまして、堤防の堤体度の透水性と比較して、難透水性、

、 。透水性という意味でありますけども そういうものを用いるというのを基本に考えます

それから真ん中がドレーン工法でありまして、これは堤体の裏のり尻にドレーン工を設

。 。置するというものであります これは堤体に浸透した水を速やかに排水するということ

それから堤体内浸潤面の上昇を抑制するということであります。これはまたドレーンで

もって水を抜くというだけではなくて、のり尻を強度の高いドレーン材料に置き換える

ため、すべり破壊に対する安全性を増加させるということで、このあとの対策工の検討

の方でも、実際にドレーン効果だけではなくて、やっぱりのり尻の抑え効果というもの

もこのドレーン工に期待できるというふうなことが確認されております。

それから三番目として、表のり面の被覆工法というものでございます。これは表のり

面に被覆材料、難透水性の土質あるいは遮水シート、そのようなものを設けるというこ

、 。とで これは洪水時の河川水の表のり面からの浸透を抑制するという効果がございます
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下の二つが基礎地盤を対象とした強化工法で、まず川表遮水工法であります。これは鋼

矢板、地中連続壁等の遮水壁を設けて、基礎地盤への浸透水量を低減する。この時の遮

水壁の深さは、基本的には透水性をほぼ全面遮水するというものですが、地下水利用に

よっては幾分そのあたりを更に細かく検討するということにしております。それからブ

ランケット工法、これはブランケットを高水敷に難透水性の土、あるいはアスファルト

等のブランケットを敷くということで、これによって浸透路長を延伸させて、裏のり尻

近傍の浸透圧を低減するというものであります。実際にはアスファルトのブランケット

というのはほとんど実績はありません。難透質の土でブランケットにしているというの

が大半であります。

それで、現実に吉野川において、いままでどのような浸透対策が行われてきたかとい

うと、今までの委員会でもご報告をしておりますけども、ここでもう一度提示してあり

ます。特に近年ですね、吉野川で実施された浸透対策箇所として４地区代表的な箇所を

その下の図に示しております。その下にありますように、左岸の上板地区、市場地区、

右岸の石井地区、鴨島地区でありますが、この浸透対策工法は、基本的に川表側での対

策をいずれも優先しております。具体的には、堤体漏水に対しては、川表ののり面の被

覆工法、遮水シートです。それから基盤漏水に対しては、ブランケット工法および止水

矢板による川表遮水工法であります。やっぱり川表遮水工法の採用には周辺地下水に及

ぼす影響もあわせて検討しております。

具体的な対策工の絵であります。上が市場地区と上板地区であります。ここは堤防の

部分は遮水シート、その上に覆土ブロック、さらに覆土の張石なんかもしてますが。そ

れにつないで高水敷にブランケット、厚さ１ｍ、その上に表土を１ｍ乗せます。それか

らブランケットの先端に止水矢板を設置すると。こういうスタイルであります。

それから下は石井地区、鴨島地区で、これは右岸の方なんですけども、市場地区、上

、 。板地区と同じような構造ですけども 先端の止水矢板がないというその違いであります

具体的な場所の工事写真を整理しました。これは浸透対策工、遮水シートの施工状況

です。この写真にありますような形で遮水シートを敷いていくということです。次は浸

透対策工の覆土ブロックの施工状況で、これは上に覆土を被せているんですけども、更

に被していきますが、土を被す前の状況の写真でございます。それからこれはブランケ

ットの施工状況であります。上の写真が二つありますが、左側の写真がブランケットを

敷いているところで、右側の写真はそれに表土１ｍを乗せた状況の写真になります。そ
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。 、れから止水矢板の施工状況ということであります 左側が矢板を打ち込んでいるところ

右側が打ち込んだ後の状況を示しております。そのような浸透対策工法を強化工法をど

うやって選定していくかという手順であります。この手順に則ってこの吉野川では浸透

対策の強化工法を検討しております。まず先程の基本的な考え方で言いましたように、

断面拡大工法を優先するということにしておりますので、まず断面拡大工法を検討いた

しました。それが照査基準を満たすか満たさないかということで、もしこれが照査基準

を満たすのであれば、それで一応ＯＫとなりますので、対策工の二次選定にいくわけで

すけども、満たさない場合にはまた元に戻りまして、断面は現状の断面でありますけど

も、そこに表のり面被覆工法をしていくということであります。逐次工法の絵が出てま

、 。 、いりますので 絵を一緒に提示します まず断面拡大工法は右の絵にあるようなもので

先程説明したとおりであります。こういう状況で、これを満たせばいいけども、満たさ

なければ次の表のり面被覆工法にいきます。この場合には、基の基本断面形状に戻りま

して、それに被覆材料、土、遮水シートのどちらか、大半が遮水シートが多いですけど

も、そういうものでもって表のり面被覆工法を行うと。その次に、もしこれでもって表

のり面被覆工法だけでは照査基準を満たさないという場合には、これにブランケット工

法をしようというふうに考えますが、その場合の条件として、高水敷幅が３０ｍ以上あ

るかどうかということを判断基準にしております。高水敷幅がもしなければ、これは諦

めますけども、ある場合には先程の表のり面被覆工法にブランケット工法を組み合わせ

るという工法で、この右の絵のような工法になっていくということでございます。更に

これでもまだ照査基準を満たさないという場合には、その次になります。川表遮水工法

で止水矢板を入れるということになりまして、これでもって川表側は一応今考えている

フルメニューということになります。もしもこれでもなおかつ照査基準を満たさないと

いうことになった場合には、次の裏のり尻ドレーン工法にいくんですが、その場合には

裏のり尻ドレーンの場合には、堤脚水路が設置できるかどうかというのが大きな問題に

なりますので、これが設置できるというふうな条件であれば、次のこの裏のり尻ドレー

ン工法を更に組み入れた４種の工法を全部入れた、我々今フルメニューと言ってますけ

ども、その状態の検討をするというふうにしております。更に今これは単純にこの４種

を重ねていったんですけども、実はその間の段階として、例えば表のり面被覆工法に遮

水矢板を重ねるとか、あるいは表のり面被覆工法とドレーンを組み合わせるとか、いく

つかの当然バラエティーがあるわけで、そういうのも必要に応じて検討するということ
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で、このフローの右下で②，③，④，⑤の組み合わせ工法というものはそれを示してい

ます。こういうふうにして大きな流れを決めて、検討を進めていくというのをやってお

ります。

そうやって検討を進めた一つの検討結果例を示します。

吉野川左岸の２３ｋ６００、これは平成１６年被災箇所です。裏のりで漏水が起きて

おります。まずそれに対して現況の検討をするということで、これは先程現況断面の例

として示したものと同じものです。現況の状態でＨＷＬまで河川水位をあげて、裏のり

の安全性、のりすべりの安全性をみますと、これは１．４０であります。ここの照査基

準は１．６０でありますので、満たしておりません。満たしていない場合には、赤で表

示しております。それからパイピングですが、ほぼ例によって耕作土がありますので、

Ｇ／Ｗの被覆土総重量と揚圧力の比で検討いたしました。これは０．８１で一応下回っ

ておりますので、これも赤で表示しました。それから表側の方は、これは水位はＨＷＬ

の水位ではなくて、平水位まで下がっておりますが、その状態では表側のすべり安全率

が１．３９となりました。これは表側には殆ど水位はありませんので、大きな安全率に

なっています。従って表側は現況では大丈夫ということであります。

要するに、現況の安全率としては裏側で照査基準を満たしていないということであり

ます。まず先程のフローに沿いまして、まず断面拡大工法、これは一次選定であります

ので、あまり現場の条件とかそういうふうなことを細かく配慮しておりません。技術的

に水位安全度を満たすための標準的な形を設定して検討しております。断面拡大工法の

場合には、この絵にありますように、表側裏側に盛土をして拡大すると。一枚のりです

るというふうなことになります。こういうふうにいたしますと、まず裏側のすべり安全

率は、これは当然ですけども、勾配が非常に緩くなっておりますので、１．８２という

ことで、これは青に変わりました。しかしながら、パイピング、揚圧力の方では１をき

っておりまして、これは役に立ったと。それから表側の方は１．５６で、これは平水位

でありますが、これは問題ないということであります。依然として裏側のパイピングに

対する安全率が低いという状態でありました。それで次に（３）として、もう一度現況

断面に戻って、表のり面被覆工法でまずトライしてみるというふうにしました。そうし

ますと、裏側のすべり安全率は１．５８になりまして、これは堤体内水位がやはり高い

もんですから、１．５８。だいぶん上がってはいますけども、照査基準は満たしていな

い。それからパイピングの方も１をきっておりますと。この二つが満たしていません。
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表側の方は１．３９で、これは問題ありません。それで次の段階で、表のり面被覆工法

にブランケット工法をこの絵の緑色の線のように設定いたしました。そうしますと、裏

側のすべり安全率が１．７２になって、これは１．６を超えて一応大丈夫そうである。

パイピングに対してもだいぶん上がりましたけど、０．９４で１をきっているという状

態でありました。それでもう一つ一番下の（５）で、これに更に表のり面被覆工法、ブ

ランケット工法＋川表遮水工法として矢板を入れました。その結果は裏側のすべり安全

率は１．８３、それからパイピングＧ／Ｗは１．０４ということでクリアしたと。表の

方のすべりは問題なかったということで、この（５）で何とかクリアしたというような

ことであります。今の状況を全部整理して示したのがこの図であります。左上が裏のり

のすべり破壊に対する安全率の変化ということで、照査基準は１．６ですけども、右下

に書いてます強化工法の（２）の断面拡大工法のところから１．６をクリアしておりま

す。最終的には（４ （５）で１．６をクリアしていると。それから表のりのすべり），

破壊に対する安全率の変化については、照査基準１．０をいずれも満たしている。これ

はあまり問題になりませんでした。それから左下のパイピング破壊に対する被覆土の重

、 ． 、量と揚圧力の変化で見ておりますが これがかなり１ ０を下回っている区間が多くて

最終的には（５）の表のり面被覆工法、ブランケット工法、川表遮水工法、この三つを

組み合わせることによって、はじめて全ての照査基準を満たしたということでございま

。 。す これが一例として左岸２３ｋ６００の例として計算した結果をご説明いたしました

以上でございます。

【○○委員長】

全体の説明は以上ですか。

【事務局】

はい。

【○○委員長】

ただ今、浸透に対する強化工法の検討ということの説明をいただきました。

私もいくつかお尋ねしたいことがありますが、先に口火を切らせていただきましょう

ね。時間節約のために。

順不同ですが、例えばですね、少し手前に画面を。５－４ページの左側で結構ですけ

れど、ちょっと確認ですがね、ここにフローがあるわけですが、断面拡大工法を要する

に現在の堤体に対して表側、裏側に拡幅腹付け的なものをして拡大するというのを第一
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の対象にすると、こういうことですね。それで問題はですね、照査基準を満たすかどう

かということで、例えばこれが安全率１．６必要だと。こういう時に、これでは１．６

を確保できないと。こういうことですね。

【事務局】

はい。

【○○委員長】

ただね、これだけだと、いくらでも１．６を確保するやり方はあるんですよね。です

から何かの判断基準がなかったら、これはちょっとおかしいんだけど、いやいや、いく

らでもこれで１．６にすることは可能ですよ、拡大して。だからそれのもう一つ制約条

件がないと、次へいかないんですよね。分かりますか、私の意味は。

【事務局】

はい。

【○○委員】

私の方からちょっとお話をすると。

現実には、川裏側は道路が走ってたり、田んぼがなってたりして、断面拡大工法がと

れない。川表だけしか拡大できないという制約条件がありますから、そういった意味で

はこのフローの中にいろいろな現場の条件があって、そして物理的にとれないという場

合がこの断面拡大工法では安全率を確保できないというケースが多くありますね。そう

いう意味では、ただ単に工法だけを純粋にこのフローで確認していくということではな

くて、やっぱり現場の条件を入れたフローの中で整理をしていくというのが現実。我々

がやってる行為だと思うんですけども。

【事務局】

今のこの検討の時はですね、一応各工法の基準的な形というのを決めて、各工法ごと

にそれが安全率にどういうふうな効果があるかを工法ごとにみようというのが趣旨であ

りましたので、この断面拡大工法の場合には、表側は１：３、３割の１枚のり、裏側が

５割の１枚のりと。

【○○委員】

標準的な断面を設定して、それで安全率が守れるかどうかという検討だということで

すね、これは。

【事務局】
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そうです。

【○○委員】

だから１０割勾配にするだとか、やたら長くするというようなことはそもそも考えて

ない。

【事務局】

この段階では考えてません。

【○○委員長】

分かりました。

ところでですね、この前にちょっとここへ返って欲しいんですが、もう一度先程の。

これで結構です。

私はですね、浸潤線、浸潤面が前も発言した記憶があるんですが、仮にこういう状況

でなおかつこの断面拡大工法でＯＫだということになったとしてですね、この工法は私

は絶対採用しちゃいかんと思うんですよね。つまり浸潤面がこの裏側ののり面に出てく

るということは絶対認めちゃいかんと思うんですね。それでね、先程ちょっと説明の中

で、この裏側の拡幅する部分は透水性の高い材料を使うと。こういうことでしたね。そ

、 、 。れでね 要するに 例えばここはロックフィルダム的なものをイメージしていただくと

コアな部分に対して、ロック材の部分の透水性、一般に非常に大きいですよね。そうす

ると、実はこの水面にはならないんですよね。ここまで出てきたら、ぐっとこの水面が

これに沿って落ちるぐらいに。常識的にはこの透水性の比が２桁の１００倍、これに対

してこちら側の透水性が１００倍ぐらい以上高ければ、もう事実上はここが浸出面だと

いってもいいぐらいのは一般的にしょうがないですよね。それぐらいのここにしっかり

して、かつ透水性の高い、極端に言い方をすると、ロック材的なものを使うということ

であれば、もちろんこんなことにはならないし、それはそれでいいと思うんですね。そ

の場合には、これは先程の水平ドレーンと同じようなドレーン材みたいなものにもなる

んですね。だからそれはいいと思いますが、そうではなくて、すいませんがもういっぺ

ん元へ。さっきの緩い勾配で拡幅しているあの絵、これがね、例えばここの材料は透水

性はきっとこれを見たら透水性は高いんですか、これ。

【事務局】

実はですね、そこは透水性は逆に低いんですね。

【○○委員長】
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それでね、透水性が低くて、かつこれは水面はこうきてるんですか、ほぼ水平に。

【事務局】

そうです。

【○○委員長】

だからこんなものは現実には絶対設計しちゃいかんというふうに思うんですよね。だ

からこれはまあ一つの解析の提示で、最終的には二次選定といってるんですかね。あの

あたりでまた議論だと思いますが、いずれにしても、浸出点がのり面上に出てくるよう

なものは、絶対避けないかんという。その意味では、そうなるんならば、ドレーンです

。 。ね 水平ドレーンのようなものを設けんといかんのでないかという思いがするんですね

是非それは考えていただきたいと思うところですが。

それにしてもですね、もう一つ、今の水平ドレーンと関連して、水路を設けなならん

という絵がありましたね。５－４ページにあるんですが、これですね。これがね、私、

単純に見て、これは納得するんですけれど、断面拡大工法の場合であのような絵が出て

くるようなところで、どうしてこの水路がいらないのかなと思うんですけど、それはい

らないんですか。

これですね。この場合には水路のドレーンの時にあの水路はいるということは非常に

強調されてる。この場合にはどうしていらないのかなというのを思いますんで。

【事務局】

ドレーンの水路はもう最初からですね、ドレーンから水を出すという明確な目的があ

るので、それは水路として位置づけておりますので、どうしても必要と。

【○○委員長】

、 。あの水平ドレーンというのは 平常時でもあのドレーンに水がくるという状況ですか

洪水時点だけじゃないんですか。

【事務局】

洪水時、あるいは雨が降った時に出てくる。

【○○委員長】

そうしたらこの場合はいかがですか。

【事務局】

そういうところから水が出てくるかもしれませんが、その場合は排水処理ということ

で、実際は何かの対策をしなきゃいかのではないかと思います。
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【○○委員長】

何らかのあれですね、こういう水路的な水を処理するものがいりますよね。こちらの

。 。 。場合も ドレーンのところだけ強調されてるからどうしてかなと 単純に疑問というか

【事務局】

それは断面拡大工法の場合には、そういうケースも出てくるということで、標準的な

絵としては入れていませんけども、ドレーンの場合には必ずいるという意味で最初から

入れています。

【○○委員長】

分かりました。

何かございません？

はい、どうぞ。

【○○委員】

矢板の件なんですけども、矢板って堤体の中に打ち込むなんていう発想はないんです

か。

【事務局】

それは考えておりません。

【○○委員】

何か。ずいぶん遠くで。浸潤線なんかに直接影響を与えようと思えば・・。

【事務局】

のり尻の部分に矢板を入れるというのは実際にやられておりますので、そこまで矢板

を入れるということは十分対策のメニューにあります。

ただ今言われているのは、例えば天端から打つとかですね、そういうようなことは今

は対策メニューには入っておりません。それによる別ないろいろな問題があるというふ

うに考えておりますので、

【○○委員】

土の中に異物を入れるのはですね、やっぱり何かあった時のために不当沈下をして空

洞化するだとか、いろんなことが考えられるんで、基本的にはやらないという方針にな

ってます。ただ最近ではいろんな議論もされてまして、堤防の中にコンクリートの遮水

壁みたいなものをつくったらどうかというような議論もいろいろし始めていまして、技

術的なところをクリアしながらそういった検討も進んでいくんだろうとは思いますが、
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少なくとも現段階では堤防の中にそういった矢板だとかコンクリートは入れないという

原則をとっておるということです。

【○○委員長】

どこかの河川工学の先生が連壁を打ったらいいという、私は何とくだらん意見だと思

って受け止めているが、そのように、堤体の中に連壁を打つなんていうのは、私は愚の

骨頂と思うんですね。それは要するに、地震時なんかに間違いなく欠陥ができる。そう

すると、その欠陥を確認するために全部掘り起こさないかんというような、こういうこ

とが一つあるんですね。

それともう一つは、おっしゃるように、堅いものと柔らかいものをあまり混在させな

い方がいい。それがどこまでもずっと打つんであればまた話は別ですけれど、どっかで

切れる。そうするとその切れ目のところで、土とコンクリートの接触面が弱点になるん

ですね。だから堤体の中にコンクリートを打つというのは絶対ダメというような思いを

持っておるんですね。だからコンクリートの連壁というのは私は全く有り得ないと思っ

てるんですが、今の○○委員の堤体の中に矢板というのは、これは場合によったら危な

くなる可能性があるんですね。打つところによったら。水のふるまいとかそんなことも

含めて。だからきっちりと検討して、効果があるということであれば、それは理屈でな

いこともないんでしょうけど、普通はちょっと考えられないですね。

ところで、今の矢板と関連して、これは特にこの周辺で地下水を利用しているような

、 、 、ところだと いろいろ神経を使うと思いますが 地下水を利用しているところであれば

この矢板の二次元的なあれだけでは全くダメであって、平面的な広がりの検討というの

が必要になってくるんですけど、そこはどうなってます？

つまり、矢板の周囲から迂回して入ってくる水ということを考えないと、地下水のふ

るまいが考慮できなくなりますね。

【事務局】

パワーポイントの一番下にありますように、川表遮水工法を採用しているところもあ

、 。りますけども その場合には周辺地下水の影響を実際に検討した上で工法を決めてます

【○○委員長】

平面的な流れ、まあ三次元的と言えばいいのか、より厳密には。

【事務局】

三次元まではいってないかと思いますけども、平面と断面では検討していると思いま
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す。

【○○委員長】

上から見た状況で解析するというようなことも検討しておられると。こういうことで

すか。そこをやらないと、地下水への影響としてはね、水を下げるということだけでは

なくて、下げすぎると問題があるというところでは、矢板の二次元の検討だけでは全く

ダメ。こういうことですね。

他に何かございません？

ここは具体的な構造物の形につながっていくところですから、最終的には次回、ある

いはもっと言うと、さらにこういう時代ですから、昨日も宮城県沖の地震というか、あ

、 、 、 、あいうことで 地震が一層身近に感じるわけですけど 地震対策 そんなものも絡めて

おそらく最終的には決まってくることでしょうから。まだまだこれから議論をする必要

があると思いますが、いずれにしても、基本的なこの浸透対策としての構造物の有り様

というのは、ここの議論なんですよね。そういうのは非常に大事なところで、関心ある

ところですけど。

【○○委員】

ちょっと質問があるんですが、よろしいでしょうか。

【○○委員長】

どうぞ。

【○○委員】

、 。５－５ページの強化工法の検討結果のところなんですが 断面拡大工法がありますね

（２）で。それでパイピングの安全率というか、その数値が０．１５ということで、非

常に低くなってるんですが、これ、現況より低くなる、現況は０．８１という数字なん

ですが、なぜその断面を拡大すると、この値が低くなるのかということについて、ちょ

っと理解ができないんですけど。どういう原因なんでしょうか。

【事務局】

これは、ちょっと今回の吉野川堤防の特殊性的なものもあるので、あまり先程詳しく

ご説明しなかったんですけども、実はこの５－５ページの右上の方にある物理定数の一

覧表がありますけども、その中に書いてますが、この堤体土の裏側の断面拡大工法のと

ころに接しているＦ２ｇという堤体土ですね。これの透水定数は１０ を設定してお－１

ります。そういうふうな大きな透水定数の礫質土ですね。そういうふうなものを、例え
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ば断面拡大工法で裏側に覆土として持ってくるということは、現実的には多分できない

と思うし、有り得ないことだと思いますので、我々としてはここでは表の一番下にあり

ます、盛土（砂質土）として、４×１０ の透水定数を持っている普通の土ですね。－３

それを拡幅部分の土の透水定数として設定しております。あと堤体土の透水定数があま

りにも大きいために、現実的にこういうことをやろうとすると、普通の土を持ってこざ

るを得なくて、その結果として裏側の浸透水、揚圧力がむしろ高まるような格好になっ

てしまうということです。

【○○委員】

要は、現状だと堤防の裏から抜けてた水が、浸透しにくい材料を盛ることによって、

堤体の下からのり尻に吹き出すと。それで揚圧力が高まってしまう結果になってしまっ

たということですね。

【事務局】

そういうことです。行き止まりになってしまったということですね。

【○○委員長】

これ、５－５ページに書いてある、水のふるまいはこれは定常解析の結果じゃないん

ですか。

【事務局】

いえ、これは非定常計算をして、一番安全率が低かったところでの状態を評価してい

ます。

【○○委員長】

ああそうですか。

【○○委員】

よろしいですか。

また素人の発想というか、土中水の挙動についてあまり詳しくない立場から申し上げ

て恐縮なんですが、私はやっぱり工法としては、遮水シートっていうのが、多分最もコ

スト面等を考えた上でのいい方法じゃないかなというふうには思っています。例えば５

－４ページなんかのポンチ絵なんかを見ましたら、遮水シートの敷尻というのは、高水

敷で止めているんですよね。これ、もっと３ｍぐらいドーンと斜めにそのまま延長する

なんていうような発想は、これは素人考えですか。矢板の代わりになるみたいな。

【事務局】
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実際にはですね、遮水シートは高水敷の中に２ｍぐらいは入っている。

ブランケットをその上に乗せると。やはりブランケットも土ですので、遮水シートよ

りは安いということで、そのへんはコストの比較をします。高水敷の幅が狭いところに

ついては、全部遮水シートで覆ったという例もあります。ある程度広くなれば、ブラン

ケットの方が安いので、ブランケットでかえると。ただ接合部としては、遮水シート２

ｍ分はブランケットの中に入っているというような形で、透水性の連続性は図ってると

いうふうにしてあります。

【○○委員】

もっともっと長くするという。要するにね、ブランケット工法というのは、ものすご

い土工量なんですよね、あれ。除けて、客土して、またもう一回っていう。すごい手間

がかかるんですよね。

【事務局】

ただコスト的に考えると。

【○○委員】

シートだからシートが高い。

【事務局】

そのあたりはコスト比較をして、どれぐらいの長さになれば切り替えるということは

。 ， 、 ， 。しております だいたい５ ６ｍ ６ ７ｍぐらいだったら遮水シートを全部使います

というふうにしてあるところもある。去年やった鴨島の漏水対策はそれでやってありま

す。

【○○委員】

ありがとうございました。

【○○委員長】

同じブランケットのところでちょっと尋ねたいんだけど、５－３ページのね、右の一

番下の写真というか、ブランケットがこれですね。これを保護するためのこれだと。こ

ういうふうに受け止めていいんですかね。これ自身がすごく洪水の時に侵食といったら

いいのか、流されるようなことにはならないんですか。この上を何かでまたカバー、こ

れ、実績はあるんですか。

【事務局】

これは、写真で見ていただいているのは石井だと思うんですけども、これも昨年完成
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したところですけども、去年のように出水は洗礼は受けているんですけど、その状態で

見ますと、とられている状況はないです。土のままのように見えますけど、実際はすぐ

に草が生えますので。

【○○委員長】

表面は確保されると

【事務局】

いろいろ議論はあるんですけど、基本的には元々占用地だったところをですね、占用

地の解除をして、ブランケットの上については占用地の再占用をさせてませんので、草

が生え放題になります。若干の草刈りはするんですけども、すぐに生えますんで、草の

耐力でもってるということになっていると思います。

【○○委員長】

他に何かございません？

各段面ごとに基本的にはこのフローで工法を点検するという、こういうことを検討す

るわけで、非常に重要なところだと思います。

なければ、こんなところでよろしいですかね。

それじゃあですね、この浸透に対する強化工法の検討ということについては、審議は

今日の議論は以上にしてですね、次のテーマに移ります。

次は、同じく侵食に対する強化工法の検討ということですが、これの審議の前に同様

に説明をお願いいたします。

【事務局】

はい。

続いて、侵食に対する堤防強化工法の説明をいたします。

全体の強化工法の堤防強化の方法ということで、表を一つ示しております。

これはまず侵食に対する安全性の照査結果というのが左側にありまして、これは護岸

、 、 、工がない場合 ある場合 それから護岸工がない場合は堤防表のり面のり尻の直接侵食

それからもう一つは、主流路、低水路等からの側方侵食、洗掘であると。それぞれにつ

いて堤防強化の方法がここで基本的な工法を示しております。

まず護岸工のない場合で、堤防表のり面、のり尻の直接侵食に対しては、強化の方法

としては、高水護岸を設置するか、あるいは継ぎ足しするか。それから侵食防止シート

を敷設するか。それから若干ニュアンスが違いますが、堤防植生管理の徹底、乾燥など
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に強い種の芝を敷設する。これが全てではないんですけども、そのうちの主要な工法と

して今こういうものをメニューにあげておりまして、あとの方で強化工法の選定例の中

でもこの方法を一応検討しております。それから護岸工のない場合で、主流路からの側

方侵食、洗掘につきましては、低水護岸、堤防護岸の設置、それから水制工の設置、上

下流に影響を及ぼさない高水敷の造成、腹付け、縦工水制の設置というふうなものをメ

ニューとしてあげております。

護岸工のある場合には、今度は護岸工の力学的な問題になりますので、一つはのり覆

工の安定性不足というのがあります。これについては、強化工法の方法としては、護岸

工の改築、のり覆工の腹付け、空石張り工の練石張り工化、あるいは空ブロック張り工

の練ブロック張り工化、そんなふうなことになるかと思っております。

それから基礎工の根入れ不足に関しては、護岸工の改築、基礎の根継ぎ、それから根

固工を設置するという方法です。

それから根固工の安定性不足というのは、重量不足と敷設幅不足と二種類に分かれま

すが、重量不足の場合には、根固工の改築、根固めブロックの一体化、それから根固め

ブロックの追加投入。それから敷設幅が不足する場合には、根固工の改築あるいはブロ

ックの追加投入というふうな、こんなふうなメニューをあげて検討いたします。

次に、それを少し絵で示しておりまして、その後に実際の吉野川での事例を示してお

ります。

まずこれは一般的な護岸工として張り護岸というものですね。工種と概略図を示して

ます。左側が空張工、これは空石張と空ブロック張に分かれる。真ん中が練張工で、こ

れも練石張と練ブロック張に分かれる。右側がコンクリート張工で、ポーラスコンクリ

ートと環境保全型ブロックがございます。その例として、張護岸の例が、これは比較的

事例はたくさんありまして、左上が左岸６２ｋ付近にある間地ブロック、これは樋門の

取り付け護岸のところでありますが、間地ブロックの例です。それから左下が右岸の３

８ｋ付近の空石張です。真ん中が左岸の２７ｋ付近の練り石張りであります。それから

環境保全型ブロックもありまして、右上の方に左岸７ｋ付近です。それから右下にポー

ラスコンクリート右岸３７ｋ付近ということで、何ヶ所かこういうふうに実際に施工さ

れております。

次に、連接型ブロック・かご型であります。左側が連接ブロック張工、右側がかご工

で、植生蛇篭、かご平張というのを入れております。これについては、吉野川右岸の１
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９ｋ８００付近に覆土ブロックをしたのがございまして、これはこの後に覆土をするこ

とになっておりますので、その前の状態を示しております。それから、その他の護岸と

して、植生・シート工、これは張芝、ジオテキスタイル、ブロックマットといったよう

なものがあります。右側の方では、クイ・粗朶工として、粗朶法枠、杭柵というふうな

ものがあります。

吉野川の事例としては、写真の左側がブロックマットの例で、これは吉野川左岸の６

１ｋ付近、右側が杭柵工で、これはまだ施工中ですけども、今切川左岸６ｋ付近の事例

です。

侵食に対する堤防強化の選定基準は、先程安全性照査結果の整理のところで示した図

と同じでありますけども、安全性照査結果の整理をした上で、真ん中の強化工法の選定

ということになります。ちょっと簡単にしか書いてありませんけども、照査結果と河道

状況に応じて強化メニューを選定していると。耐力を強化するか、あるいは耐力の確実

性を向上させるかというのを目的しております。それに強化工法、工種を選定して、安

全性照査をしていくということであります。今回はこの真ん中の強化工法の選定のとこ

ろを何ヶ所か概略的に行っております。

侵食対策工の選定例です。これはまず左岸の２０ｋ２００のところで、図の左側が現

状の状態です。それから右側の方が強化をした後の状態であります。まず左側の現状の

状態で見ますと、２０ｋ２００のところは、これは堤防護岸の形状でありますけども、

何も護岸はありません。従って、ここで照査した結果、堤防の表のり面のり尻の直接侵

食と、主流路からの側方侵食で基準を満たさないという状態になりました。ちなみに代

表流速は４．６ｍでありました。これに対する強化方法の検討が右側の方で、まず上の

、 、 。 、方で 直接侵食に対しては 先程いいました４つの工法が一応考えられます その中で

これはまあ具体的な数値で検討したわけではないので、定性的な判定ですけども、高水

護岸の設置継ぎ足し、これは問題ないだろうということにしていました。それからその

下が側方侵食に対する検討で、これも護岸工の設置というのが無難な方法ではないかと

いうことです。具体的には更に下の方で、そうすると護岸工の選定をどうするかという

ことになりますので、これは代表流速４．６ｍということがありますので、それを参考

、 。 、にしますと 各工種ごとに適用流速というのが一応出されております それを見まして

ここにあるように、空張工、練張、コンクリート張、連接ブロック張、篭までは使える

んでないかということにしております。その結果は一番下の右下の図にありますような
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格好で、対策工が堤防護岸でありますけども、高水部は例えばポーラスコンクリート、

それに覆土をすると。真ん中は連接ブロックでつないで、下の方に環境保全型ブロック

をおくと。そんなふうなことが一つの工法として考えられるんでないかということでご

ざいます。

次の事例は、左岸の９ｋ２００でありまして、これは堤防護岸なんですが、既設護岸

があります。しかしながら、実際に照査してみますと、根固工の敷設幅不足ということ

になりました。代表流速は４．２ｍでした。従って、右側の方にきまして、これに対し

ては根固工の改築か、根固工の追加投入による根継ぎということになります。追加投入

の方が現実的かと思っております。その時の根固工の選定としては、ここでは代表流速

が４．２ｍでありますので、上げられているこの６種類の工種の根固工はいずれも問題

はないだろうということになります。その結果は一番下にありますように、既設護岸、

既設根固工の先端に追加投入で根固幅の不足を解消するという対策になるかと思いま

す。それから最後の選定例で、これは左岸の２５ｋ２００の箇所でありまして、低水護

岸の部分が護岸がないということで、高水部分は既設護岸があります。これは照査して

みますと、主流路からの側方侵食、洗掘で照査基準を満たさない。代表流速が４．４ｍ

でありました。右側の方の強化工法にいきまして、これは低水護岸を設置するというの

が無難かなと。それからその時の護岸工の選定としては、代表流速が４．４ｍでありま

すので、上の５種類が適用可能というふうに判断しまして、最終的な出来上がりの絵と

しては、低水部に例えば空石張工の護岸工を設置するというふうなことになるかと思い

ます。

以上が侵食に対する対策工の検討例でございます。

【○○委員長】

ただ今の侵食に対する強化工法の検討のところについて、ご意見なり。

定量的な評価はちょっと難しいと思いますね。

何かございませんか。

【○○委員】

じゃあちょっと。

資料で言うと、６－５ぐらいを見ていただきましょうか。

ちょっと気になっているのが、既設の根固工が幅が足りないので、少し伸ばそうじゃ

ないかというところですけど、これ、この既設の根固工、石をただすえてるだけみたい
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。 。 、 。 ．な こんなところってあるんですか これ 本当にこういうような状況になってる ９

２ｋは。

【事務局】

そうです。

【○○委員】

うーん。それで幅が足りないっていうのは、あれはどういう基準からいって幅が足り

ないという判断だったんでしたっけ。

【事務局】

吉野川の場合は、基本的には根固の場合、経験的にですけども、７ｍを基本にしてま

す。天端の幅がですね。それが足らなければ。

【○○委員】

天端幅。

【事務局】

天端幅っていうか、根固の幅です。それがだいたい７ｍということで、従前から施工

をしてます。それは大きな流量が流れるということとか、今までの被災の事例から出さ

れたものだと思いますので、定量的に決まったものではないんですけども、災害復旧等

にあたってはそういう形で、ブロックがもし飛べば、そういう形で復旧はしてます。

【○○委員】

根固の材料って、捨石の材料っていうのは、今ブロックとかなんか。どんなものが材

料になるんですか。

【事務局】

いろいろあるんですけども、９ｋ２００のところについては、現実にはですね、ほん

まの石が捨ててあります。青石で、大きさは１トンない。本来は２トンクラスを入れる

んですけども、そういったものではなくて、数百キロ、４００，５００キロぐらいのも

のが入ってて、そのまま組み合わせをして入ってたような状況のところもあります。

【○○委員】

それはいつごろから。

【事務局】

かなり昔。

【○○委員】
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昔でしょうね。

【事務局】

最近であればですね、必ず２トンのブロックなり、袋詰めの玉石、先生ご存知の。袋

の中に石を詰めるやつですが、重量的には２トン確保したものを投入して仕上げるとい

う形にしてます。

【○○委員】

幅を拡げるというのは、要するに切らせる幅の部分を拡げてるだけの話で、だいたい

切られていくんでね。抜本的な感じじゃないんですよね。こういうところはだいたい深

いからね。施工をやりにくいんだけども、前へ行くというよりも、のり尻の抑えみたい

な感じなんですけども、避けてやるというんですかね。どんどん水あたりの強いところ

へ体を伸ばしていくというんじゃなくて、いかに避けてやるかというものの方が効果的

だと私は思うんですよ。それは避けようとすると、掘らないといけないので、これはま

、 、 、 、た施工上 濁り水が出るとか大変なんで そりゃ やりやすいのはこれなんですけども

やっぱりこれをやると乱れて、土砂の不安定が増して、ただべたっと積むだけだと、案

外それがまた被災の基になるというような状況になるので、何かもうちょっと工夫がな

いかなというふうに思います。

【○○委員長】

この発想はね、これ自身の幅が小さいからというのか、こちら側を守らないかんから

というのと、どっちなんですか。

【事務局】

基本的には幅が足らないから。

【○○委員長】

幅が足らないからということ。こちらを守るということではなくて。

【事務局】

ではないです。要は、既設の護岸の根を守るために根固を入れますので、所要の幅が

あってもって対抗するという考え方である。ただ○○先生がご指摘のとおり、今災害復

旧でやってるところ、いろいろ掘れてる状況によって工法を変えてます。実は。全面が

深く、横侵食的にガーンとくるようなやつはですね、言われたように、表面をじわっと

抑えるようなイメージで、全体をカバーすると。いわゆる堅いもの、大きな部分ではな

くて、じわっと全体にカバーをして、また捉えていってもじわじわっと追随をするよう



- 4 9 -

なイメージで施工をしているところもあります。そうでないところについてはですね、

前だけがボコッと掘れてるところについては、その形を見てですけども、根固なり、袋

詰め玉石を補充して、全面追加投入とかやってますけども、委員長が言われたように、

全面がとれないように、前にちょっと出していくというような工法もとってます。それ

は現場に応じていろいろと工夫はさせていただいてます。

【○○委員】

この絵を見るとね、あんまりこの必要性を感じられないんですけど、なぜここが飛ぶ

のかという話なんですけど、やっぱりここ掘れるんですよね。この護岸を守るために根

、 。 、固をおいてて ここが掘れて飛んでるわけですよ だから○○先生も言われましたけど

ここを守るために下の方にやった方がいいんじゃないかというようなアドバイスもあり

ましたけど。ここが掘れてるという状況を考えたら、どんどんこの根固そのものが下に

落ち込んでいって、この護岸が危なくなるということになりますから、やはり何らかの

対応が必要なんだろうと思います。まあ７ｍに絶対的な意味があるかというと、そうで

はないかもしれませんが、これまでの経験から７ｍ程度おいて、一体として守るという

考え方ですね。それは一回の洪水で流される、被災する経験から、７ｍぐらいあれば全

部いっぺんに流れることはないんでないかというようなことからきてるのかもしれませ

んけど。

【○○委員長】

いや、あのね、今の話だと、つまりここが洗掘という言葉でいいのかとされるとすれ

、 。 、ば それを防ぐ手にはこれは非常に有効だという ところが○○先生が言われるような

こういくというのは、こちら側に対してはあれだろうけど、こっちは依然として洗掘さ

れるということなのか、それで私は、つまりこの役割、意味というのは、これ自身がこ

ちら側なのか、あるいはこちらなのかということをお尋ねしたんですけどね。

それにしてもね、例えば現在これで７ｍ未満だと、こういうことをやるということで

すか。いずれにしても対策を。

【事務局】

それで護岸の状態が危険であると判断された場合には、そうします。

【○○委員長】

まさにこれ、なかなか理論難いところだと思うんですね。こういうところは。

そうすると、例えば昨年のああいう２３号のような非常に大きい洪水のもとでも依然
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としてこれは持っているようなところはそれでいいじゃないかということにもなるわけ

ですよね。

【事務局】

その通りでして、根固ブロック自体がですね、低水護岸自体が傷んでない場合には、

災害復旧の対象にはあまりなりにくいんです。なかなか災害復旧として認められにくい

ので、まずは護岸が傷んでるかどうかを確認させていただいて、合わせてその前にひっ

ついている根固自体も一緒に飛んでるということであれば、護岸の復旧と合わせて根固

の復旧をするという形にさせていただきます。その時には、根固だけではなくて、基礎

の部分について、洗掘をされないように、例えば矢板をある程度打ってですね、基礎が

根固が仮に飛んだとしても、護岸だけでも少しは持つようにということで、矢板を入れ

たり、既設護岸の根元にはですね、基礎の時には入れたりもしてます。そういう状況に

合わせて工夫はさせていただいている。

【○○委員長】

何か他に議論すべき事はございません？

よろしいですかね、ここの議論はこんなところで。

とりあえずですね、侵食に対する強化工法の検討ということは、以上にさせていただ

いてですね、最後にまた全体を通してということで一度お尋ねいたしますから、何かあ

りましたらまたその時ということで。基本的には最後の話題ですけれど、浸透・侵食に

対する今後の検討方針ということで、手元の資料だと７－１ページですけれど、これに

ついて説明いただいた上で、議論したいと思います。よろしくお願いいたします。

【事務局】

それでは、私の方からご説明させていただきます。

これまで今日を入れて４回の委員会の中で、浸透・侵食についてはある程度要対策区

間については抽出ができたということで、今後どのように対応していくのかという点に

ついて、ご説明をさせていただきます。

まず、浸透についてですけども、昭和２０年から平成１６年までの漏水の履歴のある

箇所につきまして 「河川堤防の構造検討の手引き」と全国的なマニュアルに準じまし、

て照査をした結果、左岸につきましては１２．８１５ 、右岸については２２．９４km

０ につきまして要対策区間となっております。今後の出水により、新たに漏水が発km

生した区間につきましては、同様の照査をやりまして、現況の堤防の浸透に対する安全
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、 、 。度 社会条件などを総合的に判断して 浸透対策を実施していきたいと考えております

その事業を実施する区間につきましては、冒頭に所長の方からも挨拶の中でありました

が、今後議論される予定であります、吉野川の河川整備計画の中で、今後２０，３０年

間の中でどこを実施するかということについてはその場で定めさせていただきたいと思

っております。

、 「 」侵食につきましてですが 侵食につきましても同様に 河川堤防の構造検討の手引き

、 ． 、 ．に準じまして照査をした結果 左岸におきまして２５ ８ 右岸につきまして２２km

４ で、安全性が十分でないことが明らかになっております。昨年の戦後最大洪水でkm

あります台風２３号をはじめとします、出水によります護岸災害がかなりありましたけ

ども、それに対して現在災害復旧を行っております。従いまして、同程度の出水規模ま

では一定の安全性が確保できるものと考えております。今後の対応につきましては、今

回照査をいたしましたものを基に、被災の履歴とか、被災の規模等、現在の護岸の持っ

ております安全度、背後地の社会条件等を総合的に判断いたしまして、必要な箇所につ

いては事業を実施していきたいと考えております。その際には、今後検討されます地震

対策工とか、先程述べました浸透の対策につきましても、侵食対策の効果があるという

場合が想定されますので、それぞれの対策工が相乗効果を持つように配慮することとし

たいと思っております。

侵食につきましては、整備計画の中で、当然項目としては入ってくると思いますが、

現実的には昨年の台風のように突発的に起きるということの方が多うございますので、

その度々に対応していかないといけないのかなと。照査の結果を見ましても、かなり安

全サイドに出てるということもございますので、どちらかというと、被災をした時々に

合わせて整備をさせていただくという形にさせていただきたいと思っております。

以上でございます。

【○○委員長】

ただ今、今後の対応方針、基本的な姿勢についてご説明いただいたわけですが、この

中では出てこなかったんですが、ちらっとこの７－１の浸透についてというところの最

後の２行のパラグラフのところですけれど、なお今後吉野川河川整備計画（仮称） と

なっておりますが、それにおいて今後２０年、３０年の間に事業を実施する区間を定め

ることとするこという、この２０～３０年間というこの数値の背景みたいなもの、これ

はどこからきてるんですかね。
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【事務局】

これにつきましては、河川法が平成９年に改正された時に、当時いっておりました工

事実施基本計画を河川整備基本方針と河川整備計画と二つに分けるということで、基本

方針は大きな方針、長いスパン。整備計画というのは今後２０，３０年の間で整備をす

るスパンということで決められております。そういう流れの中で、吉野川においても、

今後２０，３０年。はっきり２０年や３０年というわけではないんですけど、この予算

の規模もございますので、そういったものも勘案しながら、必要な箇所、想定される洪

水の外力の規模等々から、期間についても定められていくのかなということで、ちょっ

と明言は避けておりますが、河川法改正の指針のところの２０，３０年という言葉を使

わさせていただいております。

【○○委員長】

私、ちょっとこだわったのは、那賀川のね、同じような後発でこういうことを検討し

ていくことになるんだそうですが、何か市民の方との話なんかで、向こう３０年、３０

年というのが出てくるんですよね。私、その３０年というのは、てっきり南海地震を想

定してというようなところばっかり思ったところ、実は全くそれと関係なくて、３０年

というのが出ているようなもんで、ちょっとそこにさて３０年、まあこれは２０年と幅

を持ってるわけですけれど、そういう数値というのは、見方によっちゃあえらい悠長だ

なという思いがあってもおかしくないと思うんですよね。

まあそんなわけで、どういう背景できているのかなというのをちょっと関心を持った

もんですからこういう質問をさせてもらったんですけどね。

以上ですね、事前に議論すべき事が決まってる中身というのは、審議を一応終えまし

た。

これまでの全体としての今日審議した過程について、もう一度何か、どこでも結構で

すけれど、確認なりしたいということがありましたら、いかがでしょう。ございません

か。

それじゃあ、事前に用意された議題は以上ですが、その他何かございますか、事務局

の方として。

ありませんか。

それじゃあですね、私が担当させていただく今日の審議は全て以上で終了ということ

にさせていただきまして、マイクを事務局の方にお返しをいたします。
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当初の予定よりは、かなりスムーズに展開されたのか、早く終わって結構かと思って

おりますが。

【司 会】

どうも、長時間に渡りまして、貴重なご意見、ご審議大変ありがとうございました。

本日ご指摘されましたところにつきましては、今後の委員会等に反映させていただき

たいと思います。

また次回の委員会につきましては、日程等を後日調整させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。

本日はどうも大変ありがとうございました。

以上をもちまして、第４回の吉野川堤防強化検討委員会を閉会させていただきたいと

思います。どうもありがとうございました。

－了－


